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「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」では、毎年、教育

委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び

評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出

するとともに、公表しなければならない旨を規定しています。

射水市教育委員会では、その趣旨である、効果的な教育行政の推

進に資するとともに、市民の皆様への説明責任を果たすため、前年

度に行った事務の管理及び執行状況について、学識経験者の知見を

活用し、点検及び評価を行っています。

なお、事務の管理及び執行の状況の点検及び評価にあたっては、

射水市の教育の総合的かつ計画的な推進を図るための指針である

「射水市教育振興基本計画（後期）」（令和２年２月策定）に位置づ

けた教育施策の主な取組や事業を点検評価の対象とし、それぞれの

「主な取組状況」や「主な成果・課題」、「今後の取組の方向性」、

「指標に対する進捗状況」について記載しました。そのほか、教育

委員会の会議の開催状況等の活動状況を記載するとともに、学識経

験者の意見を付して報告書としてまとめました。

令和６年７月

射水市教育委員会

はじめに

○ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律[抜粋]
第 26条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第１項の規定に

より教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第４

項の規定により事務局職員等に委任された事務を含む。）を含む。）の管理

及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を

作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。

２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学

識経験を有する者の知見の活用を図るものとする。
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１ 教育振興基本計画の施策の体系

○基本理念

○基本目標

○基本的施策

教育の目標について

(1) 確かな学力の定着

(2) 心身ともに健やかな子どもの育成

(3) 特別支援教育の充実

(4) 郷土愛を育む教育の推進

(5) 安全教育の推進

(6) グローバル人材育成のための基盤づくり

(7) 信頼される教育の推進

(8) 幼児教育の充実

(9) 学校施設の整備推進

(10) 家庭における教育の充実

豊かな人間性と創造性を備えた、たくましい人材の育成、

射水市を担い、様々な分野で活躍できる人づくり

(11) 地域における教育の充実

(12) 生涯学習推進体制の充実

(13) 生涯学習関連施設の充実

(14) 文化財の保存と活用

(15) スポーツ・レクリエーション活動の推進

(16) スポーツ・レクリエーション施設の整備
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基本的施策 主な取組事項 参考指標

(1)

確かな学力の定着

①新学習指導要領の着実な実施

②学力の向上
・「授業がよくわかる」児童生徒の率

・家庭学習の１日当たり時間が「１０分間×学年」以上の児童生徒の率

③小中学校の連携

④学校図書館の充実
・学校図書館の図書整備率

・年間１人当たりの学校図書館での貸出冊数

(2)

心身ともに健やかな

子どもの育成

①いじめ防止対策
・いじめの解消率

・暴力行為の発生件数

②人権教育の推進 ・「自分には、よいところがあると思う」児童生徒の率

③体力の向上

④相談体制の充実 ・不登校児童生徒数

⑤外国人児童生徒及び保護者への

対応

⑥生活習慣病の予防 ・すこやか教室参加率

⑦食育の推進 ・朝ごはんを毎日食べてくる児童生徒の割合

⑧学校給食の充実 ・地場産食材使用率

(3)

特別支援教育の充実
①支援が必要な児童生徒への対応

(4)

郷土愛を育む教育の

推進

①ふるさと学習の充実

②環境教育の推進

(5)

安全教育の推進

①安全教育の推進

②通学路の安全

(6)

グローバル人材育成

のための基盤づくり

①ＩＣＴ機器の効果的な活用

②情報モラルの浸透

③外国語教育の充実

④ＥＳＤ（持続可能な開発のため

の教育）の推進

(7)

信頼される教育の

推進

①情報の発信

②教員の資質向上 ・マイスター教員の任命

(8)

幼児教育の充実

①相互連携の推進

②教員等の資質向上

③認定こども園の設置・推進

基本的施策、主な取組事項及び参考指標一覧
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基本的施策 主な取組事項 参考指標

(9)

学校施設の整備推進

①学校施設・設備の計画的な整備

②学校の適正配置

③環境にやさしい学校施設の整備

(10)

家庭における教育の

充実

①家庭教育の支援拡充
・家庭教育に関する講座･学習会参加者数

・親を学び伝える学習プログラムの参加率

②食育教育の推進

(11)

地域における教育の

充実

①地域ネットワークの活用 ・放課後児童クラブの開設クラブ数

・放課後子ども教室等参加率
②青少年の健全育成の推進

(12)

生涯学習推進体制の

充実

①地域の学習活動の促進 ・生涯学習講座の年間延べ受講者数

（コミュニティセンター27 館）

・生涯学習講座の年間延べ開催回数

（コミュニティセンター27 館）

②地域の学習を充実させる人材の

育成

③地域間の交流の推進

④学習体制の連携推進

(13)

生涯学習関連施設の

充実

①コミュニティセンターの利用促進

②図書館機能の充実 ･市民１人当たりの図書貸出冊数

(14)

文化財の保存と活用

①文化財の保存 ・指定文化財及び登録有形文化財の件数

・新湊博物館入館者数
②文化財の活用

③文化財の普及

(15)

スポーツ・レクリエ

ーション活動の推進

①スポーツ参加の機会づくり ・総合型地域スポーツクラブ会員加入率

・成人のスポーツ実施率

②トップアスリートの育成強化 ･全国大会等の出場選手率(国体、全国障害者大会、高校総体)

③スポーツを支える人材育成 ・スポーツ指導者数

(16)

スポーツ・レクリエ

ーション施設の整備

①スポーツ施設の機能充実

１６ ４６ ２５



4

１ 点検・評価の方法について

「射水市教育振興基本計画（後期）」に位置付けられた教育行政に係る施策

を対象とし、基本的施策の主な取組や事業を中心に取り上げます。点検・評

価は「主な取組状況」「主な成果・課題」「今後の取組の方向性」の３点につ

いて記載します。

２ 基本的施策の評価及び指標に対する実績について

(1) 基本的施策の評価

基本的施策の評価は、１６の基本施策ごとに、その構成する取組や成果

を分析し、進捗状況を「①順調に進んでいる」「②概ね順調に進んでいる」

「③やや遅れている」「④遅れている」に区分し、評価しています。

① 順調に進んでいる(達成している)

基本的施策の取組の実績や成果が十分あり、

進捗状況が順調である（達成している）と判断されるもの

② 概ね順調に進んでいる（概ね達成している）

基本的施策の取組の実績や成果がある程度あり、

進捗状況が概ね順調である（概ね達成している）と判断されるもの

③ やや遅れている

基本施策の一部に取組の実績や成果があまり見られず、

進捗状況がやや遅れていると判断されるもの

④ 遅れている

基本施策の取組の実績や成果がなく、進捗状況が遅れていると判断

されるもの

(2) 指標に対する進捗状況

指標目標値に対する令和５年度実績値及び前年度増減を記載しています。

点検・評価の方法等について
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基本的施策の評価

基本的施策に係る主な取組実績

① 新学習指導要領の着実な実施

【主な取組状況】

・ 課題設定や展開の工夫により、学習活動の質の向上と若手教員への指導技術の継承

を目的として、教員が取り組むべき最低限の基準や指導のポイント等をまとめた「授

業力向上 射水トライアル３点セット（①射水スタンダード～授業のＡＢＣ～、②

授業研究協議ステージアップ、③ 授業力向上のちょいテク）」の実践に努めた。

・ 授業の基本を一通り身に付け、次のステージに進むべき教員には、教員のさらなる

資質向上に向けて、子どもの主体的な学びを引き出す授業を目指す「授業のＡＢＣ

Ｎｅｘｔ」の活用を促した。

・ 小学校高学年「外国語」にＡＬＴ※５名（令和５年度より１名増員）、小学校中学

年「外国語活動」に外国語活動指導員４名を配置した。また、ＩＣＴ※の活用を図る

ため、全小・中学校を対象にＩＣＴ支援員※６名を配置した。

・ 教員のＩＣＴ活用指導力に関する研修を実施するとともに、ＩＣＴは授業をより豊

かにするツールであるという認識や導入している学習支援ソフトの理解を深め、実践

事例を蓄積しながら、積極的な利活用を促進した。

・ 各校では、学校行事の精選・見直し等により授業時数を確保し、学校評価等でＰＤ

ＣＡサイクルの確立を図り、カリキュラムマネジメントに努めた。

【主な成果・課題】

・ デジタル教科書の使用やＡＩドリル等学習支援ソフトの日常的な活用を推進するこ

とで、端末の活用頻度が増え、児童生徒が自ら課題を見い出し、課題解決に向かうな

ど主体的に学習に取り組む態度が育ってきている。

・ 各校の共有システムとして確立したＩＣＴ活用の実践事例データベースを活用し、

授業改善や授業力の向上に役立てる教員が増えている。一方、教員のＩＣＴ活用指導

力や活用頻度に差がみられるため、学校全体での取組も支援していく必要がある。

基本的施策の点検・評価について（令和５年度分）

基本的施策 （１） 確かな学力の定着

評価 順調に進んでいる

概要

① 新学習指導要領の着実な実施

・ 「授業力向上 射水トライアル３点セット」等の実践・活用

・ 小学校へのＡＬＴや外国語活動指導員の配置

・ ＩＣＴ支援員を配置及びＩＣＴ実践事例データの蓄積・各校での共有

② 学力の向上

・ 全国学力・学習状況調査の結果分析及び射水市の取組を提示

・ 問題発見・解決能力など児童生徒の資質・能力の育成に係る実践研究を

行う令和のとやま型教育推進校の指定

・ デジタル教科書やＡＩドリル等学習支援ソフトの日常的な活用を推進

・ 学習サポーター、ティーム・ティーチング指導員の配置

・ 算数の学力補充を目的とした小学生学び応援塾の実施

③ 小中学校の連携

・ 中学校区を実施単位とした各研修会等での情報交換の実施

・ ９年間を見通した視点からの小・中学校間の垣根を超えた授業の参観

④ 学校図書館の充実

・ 学校図書館の蔵書の充実

・ 読書活動や調べ学習での学校図書館の効果的な活用
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【今後の取組の方向性】

・ デジタル教科書やＡＩドリル等学習支援ソフトの日常的な活用推進を継続するとと

もに、ＩＣＴを活用した教育が一層推進されるよう、計画的な研修会の実施及び人的

な支援の充実を図る。また、各校のＩＣＴを活用した実践事例を今後も蓄積し、共有

しながらより効果的な活用について研究を進める。

・ ＩＣＴ活用による情報活用能力の育成やプログラミング教育による論理的思考力の

育成等を図るため、今後も研修等を通して授業改善に継続的に取り組む。

※用語解説

② 学力の向上

【主な取組状況】

・ 校長会、教頭会、教務主任会、生徒指導協議会の代表で構成する学力向上委員会を

設置し、全国学力・学習状況調査の結果分析を基に、確かな学力の定着及び令和の時

代に求められる学校教育の実現を図るため、「とやま型学力向上プログラム（Ⅲ期）」

※の取組の推進等、新たな視点を加味した「今後の射水市の取組」を提示した。

また、提示内容を全教員が意識し、具体的な学力向上、授業力向上の取組を推進す

るよう、セルフチェックシートを作成し、全教員に配布した。

・ 問題発見・解決能力など、変化の激しい予測困難な時代を生きるために必要な児童

生徒の資質・能力の育成のための実践研究を行う学校を令和のとやま型教育推進校※

として指定した。【小】：作道、塚原、金山、歌の森、中太閤山【中】：新湊南部、小杉南

・ 家庭学習に係る先生からのアドバイスや家族等からの励ましの言葉、教科別の自主

学習方法を参考にした家庭学習の取り組み状況を可視化・自己点検できるよう「進ん

で学ぶ射水っ子(家庭学習ノートカバー)」を全児童に配付し、家庭学習の意欲付けを

図った。また、家庭においても学習専用端末を用いて、自分のペースでＡＩドリルや

学習用動画を活用した自主学習を進めるなど、児童生徒一人ひとりに応じた主体的な

学びの幅が広がるよう支援した。

・ 教育事務所や市教育委員会、市教育センターの指導主事が、学校訪問研修や小学校

教育研究会・中学校教育研究会等の研修会に出向き、児童生徒の学力向上が一層推進

されるよう、教育活動全般や公開授業に対して指導助言を行った。

・ 学習サポーター※を３９人、ティーム・ティーチング指導員※を８人配置し、きめ

細かな学習指導・生活指導を行った。

・ 小学校３年生の希望者を対象に、学習支援員※が算数の学力補充を目的とした放課

後学習を行う「小学生学び応援塾」を５校で実施し、学習のつまずきに対する支援を

行った。

【主な成果・課題】

・ 「授業がよくわかる」児童生徒の割合は、小・中学校ともに８０％を超えているが、

令和４年度に比べると小学校は０．９％、中学校は２．８％減少している。児童生徒

用語
解説

ＡＬＴ：外国語指導助手(Assistant Language Teacher)の略
小・中学校等の外国語教育において、教員を補佐する立場として配置された英語

を母語とする外国人。学級担任や教科担当教員の指導のもと、授業で使用する教材

作成の補助及び言語活動における児童生徒に対する指導の補助等を行う。

用語
解説

ＩＣＴ：情報通信技術(Information and Communication Technology)の略

コンピュータやネットワークに関連する諸分野における技術・産業・設備・サー

ビスなどの総称

用語
解説

ＩＣＴ支援員
ソフト活用やネットワークなどに関する技術や知識、教育現場で実際に行われて

いる教育活動や教職員組織の理解、問題解決のためのコミュニケーション力など、

様々な実践的能力を備えた学校ＩＣＴの専門家
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が「わかる」「できる」などの学習の成果も実感しながら学習を進めることができる

よう、学び合いの場の充実や振り返りの場の工夫が必要である。

・ 若手教員の増加に伴い、指導技術の継承が喫緊の課題である。しかしながら、「授

業がよくわかる」児童生徒の率が、高い割合で占めていることから、若手教員への指

導技術の継承を目的とした射水市マイスター教員の公開授業の積極的な参観や公開授

業後に質の高まりを目指した研究協議会の実施に努めたことが教員の授業力向上につ

ながっているのではないかと考えられる。

・ 令和のとやま型教育推進校では、それぞれの学校の実態に応じて、研究テーマを設

定し、児童生徒が問題意識を高め、その問題解決に重点を置く工夫を取組の中心とし

た実践研究が進められ、外部講師を招いて行う授業や問題発見・課題解決型学習によ

って、児童生徒の主体的な学びや深い学びにつながっている。

・ 学び合いの推進による集団としての学力向上について、グループ学習や意見交換の

場の工夫に努めているが、活動の偏りや深まり等の点で課題がある。

・ 小・中学生ともに、家庭学習の取組時間が減少している。学校での学習内容の定着

や自ら学ぶ習慣を身に付けることが大切であり、ＡIドリル等学習支援ソフトを家庭

学習に積極的に活用するなど、個の学びを充実させることが必要である。また、主体

的に学習する態度を育成するため、家庭において自ら計画を立てて学習する力を身に

付けることも必要である。

【今後の取組の方向性】

・ 令和のとやま型教育の実践研究を行う学校では、各校の課題を焦点化し、実践研究

テーマを設定するとともに、学び合いを推進しながら集団としての学力向上を図る。

・ ＩＣＴ機器等を積極的に活用し、個に応じた学びと協働的な学びを一層推進する。

また、児童生徒の自己肯定感を高めることによる学習意欲の喚起についても継続的に

取り組む。

・ 家庭学習の習慣化が図られるよう、家庭学習の成果が実感できる授業づくりに努め

る。また、ＩＣＴを活用した課題や個に応じた課題の提示、継続的に取り組むための

段階的な目標設定等、家庭学習に積極的に取り組めるよう工夫する。

・ 授業の質の改善と同様、家庭での学習の質と量の改善が図られるよう継続して学校

と家庭が連携した取組に努める。

指標に対する進捗状況

・家庭学習の１日当たり時間については、中学生は小学生から通算して、家庭学習時間を中学１年生で７０分、中学２年

生で８０分、中学３年生で９０分とする。

指標名 指標の説明

「授業がよくわかる」児童生

徒の率

各小・中学校が児童生徒に実施するアンケートで「当てはま

る」「どちらかと言えば当てはまる」と答えた児童生徒の率

基準年度

(平成３０年度)

目 標 実 績 増 減

令和６年度 令和５年度（a） 令和４年度(ｂ) （a）－(b)

小学校 93.3％

中学校 80.5％
100％

小学校 92.5％

中学校 83.6％

小学校 93.4％

中学校 86.4％

小学校△0.9％

中学校△2.8％

指標名 指標の説明

家庭学習の１日当たり時間が「１０分間

×学年」以上の児童生徒の率

各小・中学校が児童生徒に実施するアンケートで「当てはま

る」「どちらかといえば当てはまる」と答えた児童生徒の率

基準年度

(平成３０年度)

目 標 実 績 増 減

令和６年度 令和５年度(a) 令和４年度(ｂ) （a）－(b)

小学校 88.2％

中学校 68.2％
100％

小学校 82.3％

中学校 56.7％

小学校 83.7％

中学校 61.5％

小学校△1.4％

中学校△4.8％
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※用語解説

③ 小中学校の連携

【主な取組状況】

・ 教頭会、教務主任会、生徒指導協議会等、各会合や研修会等で中学校区単位の情報

交換を密にし、学習面・生活面等の課題を焦点化して、各中学校区としての重点的な

取組を推進した。

【主な成果・課題】

・ 小・中学校の教員が、射水市マイスター教員※から優れた指導技術を学んだり、Ｉ

ＣＴを活用した公開授業を参観したりして、小・中学校間の垣根を越えた連携をする

ことにより、９年間の子どもの成長を見通した視点をもつことができた。

・ 中学校区一斉（小・中学校）家庭学習強化期間やテレビの視聴やゲームの時間等の

決まりを守るメディアコントロール期間を設けたり、ネット利用に関するルール等を

共有したりするなど、小中連携した取組が家庭での生活習慣を見直すきっかけとなっ

た。

【今後の取組の方向性】

・ 全小・中学校において、学校訪問研修会等の交流や合同研修等を中心に連携を図る

取組を推進する。

・ 学力向上の基盤となる、学級集団づくりや特別支援教育の推進等の視点からの小・

中連携の強化を図る。

※用語解説

④ 学校図書館の充実

【主な取組状況】

・ 学校図書館の蔵書の充実を図るため、小学校で３，６４０冊、中学校で１，９４７

冊購入した。

・ 全小・中学校に学校司書※を配置し、学校司書を対象に研修会を実施した。

用語
解説

「とやま型学力向上プログラム（Ⅲ期）」（県教委重点）

「問題発見・解決能力」の育成に向けて、「子供の問題（課題）意識を高める」、

「子供が自己調整しながら学習を進めることができるようにする」を視点とした授

業改善を図る取組

用語
解説

令和のとやま型教育推進校（県教委事業）

「問題発見・解決型学習」などの各テーマに基づき、児童生徒に必要な資質・能

力の育成に向けた実践研究を推進する学校

用語
解説

学習サポーター
特別な支援を要する児童生徒や学習の理解に時間を要する児童生徒、集中して授

業に取り組むことのできない児童生徒の学習支援を行う者

用語
解説

ティーム・ティーチング指導員
教科担当の教員が進める授業の中で、教員と連携しながら、生徒の理解度に合わ

せながら学習指導にあたる教員免許を有する者

用語
解説

学習支援員
小学校中学年児童の希望者を対象に、算数の基礎学力の定着を図るために、放課

後補充学習事業として行っている小学生学び応援塾で学習支援を行う者

用語
解説

射水市マイスター教員
本市の教員の中から、高い専門性と実践的指導力を有し、児童生徒のために優れ

た教育活動を実践している教員であり、その優れた実践的指導力等を市内の他の教

員に伝授するよう任命された者
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・ 全小・中学校において、学校図書館を活用する授業や図書委員会活動の工夫を行う

など学校司書と児童生徒や教員が連携し、学校図書館の効果的な活用に取り組んだ。

・ 学校図書館では、学校図書館専用ソフトを利用し、蔵書の登録や貸出返却などの管

理を行った。

【主な成果・課題】

・ 学校司書の研修会を年２回開催し、専門家による講義や実践練習及び学校訪問を実

施した。学校司書の意欲やスキルを高めるとともに、他校の図書室で取組の情報を共

有することで学校図書館運営の充実を図ることができた。

・ 年間１人当たりの学校図書館での貸出冊数については、小・中学校とも平年並みとな

った。児童生徒１人１台の学習専用端末の配備など、デジタルツールを利用した情報収

集がより身近な方法となっており、学校図書館利用の減少が懸念される中、読書週間の

回数増や、図書委員会企画による「読書パズル」や「図書すごろく」の実施など、児童

生徒主体の活動を増やし、学校全体で読書への関心や意欲を高める取組を推進し、学校

図書館の利用促進を図ることができた。

【今後の取組の方向性】

・ 児童生徒の読書への関心、意欲を高める取組や工夫をしながら、図書整備を進める。

・ 図書委員会活動や児童生徒の自主的な調べ学習など、各小・中学校において積極的

に学校図書館を活用する。

・ 学校司書の資質向上を図るための研修会を実施する。

指標に対する進捗状況

※用語解説

指標名 指標の説明

学校図書館の図書整備率
文部科学省が学校規模ごとに定めた、蔵書の目標数に対する

達成割合

基準年度

(平成３０年度)

目 標 実 績 増 減

令和６年度 令和５年度(a) 令和４年度(ｂ) (a)－(b)

小学校 114.0％

中学校 106.7％
増加

小学校 110.7％

中学校 116.8％

小学校 113.0％

中学校 116.3％

小学校 △2.3%

中学校 0.5%

指標名 指標の説明

年間１人当たりの学校図

書館での貸出冊数
児童生徒が１年間に学校図書館で借りた冊数

基準年度

(平成３０年度)

目 標 実 績 増 減

令和６年度 令和５年度(a) 令和４年度(ｂ) (a)－(b)

小学校 65.9 冊

中学校 12.2 冊
増加

小学校 67.1 冊

中学校 10.3 冊

小学校 67.2 冊

中学校 10.5 冊

小学校△0.1 冊

中学校△0.2 冊

用語
解説

学校司書
学校図書館法（平成２７年４月１日一部改正法施行）第６条に規定された、学校

図書館の運営の改善及び向上を図り、児童又は生徒及び教員による学校図書館の利

用の一層の促進に資するため、専ら学校図書館の職務に従事する職員
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基本的施策の評価

基本的施策に係る主な取組実績

① いじめ防止対策

【主な取組状況】

・ 全小・中学校において、ＷＥＢ形式による学級診断尺度調査(ＷＥＢＱＵ調査)※の

実施・結果分析を行った。「学び高め合う集団づくり支援事業※」推進校等に、授業

における学び合いと学級集団づくりを推進するため、教育アドバイザーを派遣した。

基本的施策 （２） 心身ともに健やかな子どもの育成

評価 概ね順調に進んでいる

概要

① いじめ防止対策

・ 全小・中学校でのＷＥＢ形式による学級診断尺度調査（WEBQU 調査）

の実施・結果分析及び教育アドバイザーの派遣

・ マイサポーター制度による相談しやすい雰囲気づくり

・ 教務主任等を気がかりポストとして位置付け、児童生徒の気がかり情

報を見逃さずに学校全体で共有

・ スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの効果的な配置

② 人権教育の推進

・ 射水市児童生徒サポートネットワーク連絡協議会の開催

・ 射水市公募提案型市民協働事業「自分を応援できる自分づくり」によ

る自己肯定感の醸成

③ 体力の向上

・ 研修や各校の取組について共通理解を図る体力向上研究会の開催

・ 体育授業への専門的指導者の派遣「射水っ子体力アップ応援事業」

・ 全中学校への部活動指導員の配置

・ 休日部活動の地域移行に向けた「射水市学校部活動在り方検討会」の

開催。運動部活動６競技の休日の地域移行を実施

④ 相談体制の充実

・ スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、小・中学校家

庭教育専門支援員の配置及び連携

・ 教育支援センターにおける教育環境の支援

・ 全小・中学校での「困り事調査」によるヤングケアラーの早期発見及

び面談等による適切な実態把握

⑤ 外国人児童生徒及び保護者への対応

・ 小・中学校における外国人相談員の配置及び言語翻訳機の設置

⑥ 生活習慣病の予防

・ 小児生活習慣病予防検診の実施（小学校４年生等）

・ 「すこやか教室」を４年ぶりに開催

⑦ 食育の推進

・ 教科や総合的な学習の時間等と関連付けた食に関する指導・理解

・ 食育週間、学校給食週間等におけるテーマ給食の実施

・ 小学校６年生を対象としたカニ給食の実施

⑧ 学校給食の充実

・ 県内・国内産食材の優先的な購入

・ 食材費高騰により、学校給食費の単価を見直しし、その高騰相当分

を市で負担し、安定的な給食を提供
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・ マイサポーター制度※を全小・中学校で活用し、いつでも気軽に相談できる仕組を

充実させ、安心して学校生活を過ごすことができる環境づくりに取り組んだ。

・ 全小・中学校では、「いじめをなくす射水市民五か条」を各教室に掲示し、生活指

導に活用することで、児童生徒のいじめ防止に対する意識の醸成を図った。

・ 各小・中学校では、生徒指導委員会や校内委員会等を定期的に開催する他、児童生

徒についての気がかり情報を見逃さず共有するため、生徒指導主事や教務主任を「気

がかりポスト※」として射水市独自に位置付けており、日常的な情報交換や学校全体

での早期発見、早期対応に取り組んだ。

・ 「射水市いじめ防止基本方針」を受け、各小・中学校では、「学校いじめ防止基本

方針」に基づき、アンケートの実施や全員面接週間を設ける等、いじめの早期発見に

努め、報告・連絡・相談を大切にしながらチームとして支援に努めた。

・ 各小・中学校では、小さないじめも見逃さず認知し、組織的な対応をするためスク

ールカウンセラー※やスクールソーシャルワーカー※等と連携を図った。また、必要

に応じてケース会議を行い、専門的な見地からの助言を得て、早期対応、再発防止に

努めた。

【主な成果・課題】

・ 児童生徒一人ひとりが充実した学校生活を送れるよう、ＱＵ調査を継続的に実施し

ている。ＷＥＢ形式での実施により、個々の児童生徒の状態や学級集団の特性等の分

析結果が調査後すぐに確認でき、学級生活への満足度と意欲を高める学級経営の実現

に向けた手立てを早急に図ることができた。

・ ＳＮＳ利用に伴うネットいじめについては、小学校の段階から指導を徹底するとと

もに、保護者等への啓発を一層進める必要がある。また、児童生徒の手による「ネッ

ト利用のルール」の見直しを通した規範意識の確立や適切な責任ある行動規範の醸成

が必要である。

・ いじめの認知件数については、令和４年度と比較して、小学校で５５件の増加、中

学校で１件の減少となった。小学校の大幅な増加については、詳細を確認したところ

「悪口を言われた」「強い口調で注意をされた」等、些細なことでも本人が苦痛と感

じている事案をいじめと捉え、対応していくように心がけている結果である。いじめ

の解消率からも、小学校で前年度比１１．５％増加していることから、いじめとして

認知し、適切に対応していると考えられる。今後も、児童生徒の思いに寄り添った認

知、対応を継続し、安心して過ごせる学校運営に努めることが必要である。

・ いじめについては、担任だけではなく、管理職、教務主任、生徒指導主事、養護教

諭等の学校内の職員の他、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーや児

童相談所、医療・福祉等の外部の専門家も含めたチームとして対応することで、早期

の解消を図ることができた。

・ 暴力行為に対しては、特別な支援を要する児童生徒を専門的にケアできる人材を派

遣する等の対応をしていく必要がある。また、繰り返しや下学年児童の事案の増加が

見られることから家庭との連携を図り、協働しての対応が必要である。

【今後の取組の方向性】

・ 日々の教育活動において自己肯定感を高め、いじめが起こりにくい、いじめを許さ

ない学校や学級風土を「いじめをなくす射水市民五か条」を基盤として培っていく。

さらに、児童生徒主体で行う教育活動を一層充実させ、児童生徒が話し合いを通して

お互いを理解し合いながら解決していく力の育成を図る。

・ 児童生徒を複数の視点で見守り、心のサインや小さな変化を見逃さないようにする

とともに、一人ひとりに寄り添った指導を継続して取り組む。

・ 「マイサポーター制度」による相談しやすい雰囲気づくり、「気がかりポスト」等
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の日常的な情報共有を行い、全教職員がチームとしていじめの早期発見・早期対応が

できる校内体制の強化を図る。

・ 学校だけでは対応が困難な場合には、ケースに応じて、スクールソーシャルワーカ

ーや小・中学校家庭教育専門支援員※の支援を得るとともに、児童相談所、警察、法

務支援センター、関係機関等と積極的に連携して解決を図る。

指標に対する進捗状況

・平成 29.3.16 付けの「いじめの防止等のための基本的な方針」改定において「いじめが解消し

ている」状態の判断について、「いじめに係る行為が止んでいる状態が相当の期間継続してい

ること。この相当の期間とは、少なくとも３か月を目安とする。」と定められた。

いじめの認知件数 「児童生徒による問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」

・（ ）の数値は当該年度にいじめが解消した件数

・平成３０年度から軽微ないじめであっても見逃さずにいじめ認知件数に計上（国の指導）

・平成３０年度から軽微な行為であっても見逃さずに暴力行為の発生件数に計上（国の指導）

※用語解説

指標名 指標の説明

いじめの解消率 いじめ認知件数に対し、当該年度にいじめが解消しているものの率

基準年度

(平成３０年度)

目 標 実 績 増 減

令和６年度 令和５年度(a) 令和４年度(b) (a)－(b)

小学校 80.2％

中学校 78.6％
100％

小学校 75.0％

中学校 70.7％

小学校 63.5％

中学校 78.0％

小学校 11.5%

中学校△7.3%

区 分 令和５年度 令和４年度 増 減

小学校 １４０件(１０５) ８５件(５４) ５５件

中学校 ５８件( ４１) ５９件(４６) △ １件

指標名 指標の説明

暴力行為の発生件数 学校内外で発生した児童生徒による暴力行為の件数

基準年度

(平成３０年度)

目 標 実 績 増 減

令和６年度 令和５年度(a) 令和４年度(b) (a)－(b)

小学校 52 件

中学校 10 件
減少

小学校 74件

中学校 32件

小学校 75 件

中学校 45 件

小学校△１件

中学校△13 件

用語

解説

ＷＥＢＱＵ調査（学級診断尺度調査）

学校生活における児童生徒個々の意欲や満足感、及び学級集団の状態をＷＥＢで

のアンケートよって測定する調査。実施即日に結果の把握ができ、いじめ防止や学

力向上のサポート等において、早期の対応や対策につなげることができる。

用語

解説

学び高め合う集団づくり支援事業

「人間関係づくり、学年・学級経営」と「学力向上、授業力向上」の二面から児

童生徒の「学び合いの成立と高まり」を推進する事業。また、よりよい集団づくり

の構築のため 、｢いじめ・不登校予防対策｣についても支援を行う。

用語

解説

マイサポーター制度

児童生徒が自ら希望する担任以外のマイサポーター（教職員）を指名し、いつで

も気軽に面談できる制度
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② 人権教育の推進

【主な取組状況】

・ 本市では、射水市児童生徒サポートネットワーク連絡協議会を設置し、地域、教育

や人権分野等の関係機関による連携を図るとともに、各中学校区単位では、家庭、地

域、学校が定期的に意見交換等を行うなど、子ども達の健全育成やいじめ、問題行動

の防止について、一体となって取り組むこととしている。新型コロナウイルス感染症

対策のため、コロナ禍以降、各中学校区単位での対面型の意見交換等は行っていなか

ったが、令和５年度は対面での有意義な情報・意見交換ができた。

・ 各校では、日々の授業や学校生活における様々な活動を通して、人権尊重の理念に

ついて理解を促し、児童生徒一人ひとりの人権意識の向上に努めた。また、中学校で

は、人権週間中に各学級や学年、または全校による人権集会を開催し、生徒が人権に

関する自分の考えをまとめ発表した。

・ 令和５年度射水市公募提案型市民協働事業採択事業として、提案団体である富山福

祉短期大学が、「自分を応援できる自分づくり」促進事業を希望した市内小学校１３

校の６年生を対象に行い、日常生活で無意識に行っている自己対話の内容を見直し、

自己肯定感を高め、自分を応援しあきらめずに挑戦する自分をつくるきっかけを提供

した。

【主な成果・課題】

・ 「自分にはよいところがあると思う」児童生徒の率は、昨年度より小・中学校ともに

増加している。ＷＥＢＱＵ調査を活用した児童生徒理解や学級分析、射水スタンダード

による分かる・できる授業の改善等に継続して取り組んできたことや学校行事等が少し

ずつ復活し児童生徒の活躍の場面が増えたことにより、自己肯定感の高まりにつながっ

ていると思われる。引き続き、一人ひとりに寄り添った支援を行っていくことを大切に

しながら、児童生徒が主体となる場面の設定を工夫していくことが必要である。

・ 小学校では、人権意識が高まるよう体験学習を大切にし、サウンドテーブルテニス

などの体験機会を通じて、支え合って生きていくことの大切さを学ぶことができた。

・ 令和５年度射水市公募提案型市民協働事業採択事業は、昨年に引き続き、自分と向

き合う機会を得ることにより、児童の自己肯定感を高めることができた。

用語

解説

気がかりポスト

各校において、生徒指導主事や教務主任等に位置付け、先生や子どもの情報を集

めて、俯瞰的に全てを見て情報共有しながら、児童生徒の困り事や悩みを早期に発

見していく職のこと。

用語

解説

スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー

スクールカウンセラーとは、いじめや不登校、様々な悩みの相談に応じ、助言す

るなどの心のケアを行うため、週に３～４時間、学校に配置される臨床心理に関す

る知識・経験をもつ専門家

スクールソーシャルワーカーとは、家庭環境や友人関係等の面から問題を分析

し、家庭や行政、福祉関係施設などの外部機関と連携しながら解決につなげていく

活動を行う専門家

用語

解説

小・中学校家庭教育専門支援員

不登校の要因として、家庭環境に起因するケースが増えていることから、家庭に不安を

抱えている児童生徒を支援するため、家庭訪問を通しての支援や各ケースの解決に向け

た関係機関との連絡調整等を行う家庭教育に関する専門的な支援員
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【今後の取組の方向性】

・ 学校の教育活動全体を通して、互いに尊重し合うなどの人権尊重の理念について理

解を促し、一人ひとりの思いやりを大切にしようする意識を高めるなど、人権意識の

向上を目指す。

指標に対する進捗状況

③ 体力の向上

【主な取組状況】

・ 射水市体力向上研究会において、小学校体育主任が体力づくりに有効な運動の研修

を受講するとともに、各々の取組状況や体力向上に向けた情報や課題の共有を行った。

・ 「射水っ子体力アップ応援事業」として、児童生徒の体力向上や運動習慣の定着、

教員の指導力の向上を目的に、小・中学校の体育の授業に専門的指導者を派遣した。

・ 部活動の質の向上と教員の負担軽減を図るため、部活動の技術指導や大会への引率

を単独で行うことができる部活動指導員を６校に１８人を配置した。

・ 休日部活動の地域移行に向けて、「射水市学校部活動在り方検討会」を開催し、運

用体制や指導者手引きといった環境整備を実施するとともに、令和４年度から地域移

行した運動部活動３種目（剣道、柔道、バスケットボール）のほか、新たに運動部活

動３種目（ハンドボール、卓球、ソフトテニス）の地域移行を実施した。

【主な成果・課題】

・ 各学校において、自校の児童生徒の実態を分析し、落ち込みの見られる運動能力の

向上に向けて取り組んだことで、下位グループは全国に比べて少ない。特に、瞬発力、

巧緻性、敏捷性の向上が図られた。

・ 社会情勢が変化する中で、外遊びをする子ども達が少なくなってきている。発達段

階に応じて、幼児期から保護者や地域の協力を得ながら、体を使う遊びを紹介したり、

外で実際に遊ぶ機会を設けたりすることで、友達と協力して遊ぶ楽しさ、汗をかいて

遊ぶ心地よさを味わわせていく必要がある。

・ 休日部活動の地域移行モデル競技における生徒や保護者等へのアンケートからは、

「専門の指導者に教えてもらえる。」「いろいろな学校の生徒と活動できる。」など満

足しているとの成果が見られた。一方で、課題としては、指導者の不足、学校部活動

と指導者が異なることへの生徒の不安感の払拭や活動場所までの送迎の負担軽減など

がある。

【今後の取組の方向性】

・ 射水市体力向上研究会において、小学校体育主任が体力づくりに有効な研修を受講

するとともに、各々の取組状況を共通理解し合う機会を設け、児童の体力向上に向け

て課題共有を図る。

指標名 指標の説明

「自分にはよいところがある

と思う」児童生徒の率

全国学力・学習状況調査で「当てはまる」「どちらかとい

えば当てはまる」と答えた児童生徒の率

基準年度

(平成３０年度)

目 標 実 績 増 減

令和６年度 令和５年度(a) 令和４年度(ｂ) (a)－(b)

小学校 87.5％

中学校 86.8％
100％

小学校 87.7％

中学校 87.8％

小学校 81.6％

中学校 85.3％

小学校 6.1%

中学校 2.5%
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・ 児童生徒の体力上や運動習慣の定着、教員の指導力の向上を目的に、小・中学校の

体育の授業に専門的指導者を派遣する。

・ 生徒がスポーツ・文化芸術に継続して親しむことができる機会を確保するため、部

活動の地域との連携や地域スポーツ・文化クラブ活動への移行に向けた環境整備を一

体的に着実に進める。

・ 休日の部活動の地域移行については、段階的に地域移行を進める。また、文化部活

動も含めた令和６年度以降の拡大に向けて、関係団体と協議をすすめるとともに、引

き続き「射水市学校部活動在り方検討会」にて検討していく。

④ 相談体制の充実

【主な取組状況】

・ 児童生徒、保護者や教職員の悩み、不安等の心の問題を改善、解決するため、引き

続きスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等の相談員を配置した。

・ 児童生徒の不登校※に関する保護者からの相談が増加しており、スクールカウンセ

ラーが保護者の困り感にも共感しながら話を聞き、一緒に考え困難に対応していく姿

勢をもって相談活動を行った。また、メールによる相談受付も実施した。

・ 教育支援センター※では、不登校児童生徒が通いやすい環境を整えるとともに、抱

えている心理的な問題等の軽減を図りながら、自立する力やよりよい人間関係づくり

ができるための支援を行った。

また、教育支援センターの教育指導員が、家庭訪問を行う「アウトリーチ型」支援

を市独自で実施し、児童生徒に対して支援を行った。

・ 児童生徒が自ら希望する担任以外のマイサポーターを指名し、いつでも気軽に相談

できる制度を全小・中学校に導入し、安心して過ごせる環境づくりに取り組んだ。

・ 本市の不登校の要因として、親子関係や家族関係等の家庭環境に起因するものが見

られ、より複雑化している。家庭に不安や悩みを抱える児童生徒及びその家庭を支援

するため、令和３年度から小・中学校家庭教育専門支援員を２名配置し、引き続き、

相談体制の充実に努めている。

小・中学校家庭教育専門支援員が、不登校傾向にある児童生徒の家庭への訪問や保

護者等との面談を行うとともに、学校や市子育て支援課からのアセスメント依頼に応

じて学校を訪問し、児童生徒の見守りや声かけ、面談等を実施した。また、多様な支

援が必要なケースについては、適宜ケース会議を設定し専門機関との連携を図った。

指標に対する進捗状況

指標名 指標の説明

不登校児童生徒数
年間３０日以上欠席した児童生徒のうち病気や経済的な

理由の者を除いた人数

基準年度

(平成３０年度)

目 標 実 績 増 減

令和６年度 令和５年度(a) 令和４年度(ｂ) (a)－(b)

小学校３２人

中学校６３人
減少

小学校 88人

中学校 125 人

小学校 54 人

中学校 117 人

小学校 34 人

中学校 8人
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不登校の要因（令和５年度 括弧書きは令和４年度） [単位：人]

・上記の分類は、長期欠席者児童生徒への対応票(県)の調査項目で記載

カウンセラー、スクールソーシャルワーカー等の配置状況

相談状況 [単位 回]

教育支援センターの児童生徒数

【主な成果・課題】

・ 不登校児童生徒数は、小・中学校とも増加傾向にある。特に、小学校低学年の増加

傾向が令和４年度より続いている。小学校における不登校の要因では、学習や友人関

係等の「学校に課題を抱えている」児童の増加がみられる。中学校では「無気力・不

安の傾向がある」との要因が約７割を占めている。また、親子関係や家族関係等の家

庭環境に起因するものも見られるなど、複雑なケースが増加している。

学校だけでは問題の解決が困難なケースに対しては、スクールカウンセラーやスク

ールソーシャルワーカーによる支援や小・中学校家庭教育専門支援員による家庭訪問

などによる支援等、専門性の高い対応が実施できた。小・中学校家庭教育専門支援員

が専門機関と連携を図りながらケース会議等を実施して、対応に苦慮する学校の支援

につなげることができた。

・ 「学び高め合う集団づくり支援事業」の推進校として、新湊中学校区及び大門中学

校区の小・中学校６校を指定した。学級づくりや特別支援教育、問題の未然防止のた

分 類 小学校 中学校

「学校」に課題を抱えている 20（8） 9（20）

「あそび・非行」の傾向がある 9（4） 15（16）

「無気力、不安」の傾向がある 50（36） 86（67）

「家庭」に課題を抱えている 7（5） 13（12）

「その他」 2（1） 2（2）

計 88（54） 125（117）

県 人数等 市 人数等

スクールカウンセラー

（教育事務所、いじめ対策含）
21校 教育相談員（カウンセラー） 1人

スクールソーシャルワーカー

（巡回、いじめ対策含）
6人 スクールソーシャルワーカー 10人

子どもと親の相談員 1校 小・中学校家庭教育専門支援員 2人

項 目 令和５年度 令和４年度

(教育相談員)来所等相談回数 ３８６ ３５７

(スクールソーシャルワーカー）訪問活動回数 １，５６８ １，５６１

項 目 令和５年度 令和４年度

通級児童生徒数 ２６人

(小４人、中２２人)

２１人

(小５人、中１６人)

体験通級児童生徒数 １７人

(小７人、中１０人)

１９人

(小９人、中１０人)

相談回数

(学校関係者)

(保護者・児童生徒)

（その他）

９９回

(５２回)

(４６回)

(１回)

１１０回

(３９回)

(７１回)
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めのスクリーニングの実施方法について教育アドバイザーからの指導を受けることで、

学級づくりや配慮の必要な児童生徒への支援、組織的な対応の在り方など、学校の課

題解明に役立った。また、ＷＥＢＱＵ調査の分析結果から、不満足群の児童生徒への

個別の意図的な言葉かけや、ソーシャルスキルトレーニング、対人関係ゲーム※の実

施などの適切な対応策を講じることにつなげた。

・ 不登校児童生徒と学校とのつながりを維持するとともに学びを保障していくために

学習専用端末を活用し、オンライン授業の提供を行った。教員との信頼関係が構築で

き、児童生徒の心の安定を促すケースが見られた。

・ 本来、大人が担うとされる家事や家族の世話、介護等を日常的に行っているヤング

ケアラーについては、定期的に全小・中学校で実施している「困りごと調査」を通じ

て早期に発見するとともに、面談等により正確な実態の把握ができた。

【今後の取組の方向性】

・ 学校生活に起因する不登校を生まないことを念頭に、児童生徒の欠席や早退、遅刻

等の出欠状況や児童生徒の様子の変調や前兆を見逃さず、気になる児童生徒に対し、

組織的に早期対応にあたる体制づくりを強化する。

また、不登校児童生徒に対して、１人１台の学習専用端末を利用しオンライン授業

や個別課題、コミュニケーション機会の提供を行い、きめ細やかな支援を継続する。

・ ＷＥＢＱＵ調査の活用については、講師を迎えた研修会を年間２回実施するなど更

なる推進を図り、組織的な即時の対応が講じられる体制を構築する。また、学級集団

の特性の分析・把握を適切に行い、学級生活への満足度と意欲を高める学級経営の実

現を図る。

・ 教育アドバイザーによる研修とマイサポーター制度の充実を図り、悩みを抱える児

童生徒や保護者、教職員に対する相談体制の整備を図る。また、専門機関等と連携し

て対応に当たる体制の強化を図っていく。更に「学び高め合う集団づくり支援事業」

の成果を基盤に、アフターコロナに対応し、集団の「学び高め合い」と「いじめ・不

登校予防」を支援するとともに、児童生徒の自尊感情を高める学級集団づくりを進め

る。

・ 家庭における不安や悩みを抱える児童生徒やその家庭を支援するため、小・中学校

家庭教育専門支援員と学校やスクールソーシャルワーカー等が連携した相談体制の充

実、関係機関や民間機関との更なる連携強化を図る。

・ ヤングケアラーについては、引き続き定期的な調査を実施するとともに、日頃から

児童生徒の健康状態や生活の変容などを注意深く見取り、必要に応じて関係機関との

迅速な連携を図る。

・ 教育支援センターでは、不安や悩みを抱える児童生徒が、利用しやすい環境づくり

に努め、通所児童生徒の社会的自立支援に努める。

・ 学級に入りづらい児童生徒が、安心して学ぶこととのできる学校内での居場所とし

て、令和６年度より校内教育支援センターを小・中学校５校に開設し、支援の充実に

努める。

※用語解説

用語

解説

教育支援センター

不登校児童生徒の集団生活への適応等のための相談・指導を行い、本人の社会的

自立を援助・支援する教室（射水市内１箇所）

用語

解説

不登校

不登校の定義は、年間 30 日以上欠席した児童生徒のうち、病気や経済的な理由を

除き、「何らかの心理的、情緒的、身体的、あるいは社会的要因・背景により、児童生徒

が登校しないあるいはしたくてもできない状況にあること」
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⑤ 外国人児童生徒及び保護者への対応

【主な取組状況】

・ 日本語による学習や学校生活への適応が困難な外国人児童生徒が在籍する学校に外

国人相談員を市費により５名配置し支援を行った。（県費１０名）

・ 各小・中学校では、言語翻訳機を活用し、外国人児童生徒及びその保護者との意思

疎通を図った。

【主な成果・課題】

・ 意思疎通が困難な外国人児童生徒が複数名在籍する場合は、可能な限り外国人相談

員の配置回数を増やすとともに、言語翻訳機の積極的な活用を推奨するなどの支援に

努めているが、母語も十分身に付いていない低年齢の児童には、言語翻訳機も有効に

使用できないため、意思疎通に苦慮している。

・ 外国人相談員の人材が不足しており、１人の相談員が複数校を担当せざるを得ない

状況にあり、配置日や勤務時間に限度がある。また、求められる言語が多様化してお

り相談員の配置がより困難になっている。

【今後の取組の方向性】

・ 市内の小・中学校に在籍する外国人児童生徒の増加が今後も予想されるので、人的

及び物的な支援を継続していく。今後も、学校の要望実現に努めるとともに、県教育

委員会に対し外国人児童生徒教育を担当する教員の加配や外国人相談員の配置拡充を

要望していく。また、県や関係機関等と連携を図り、広域的なサポート体制を強化し

ていく必要がある。

⑥ 生活習慣病の予防

【主な取組状況】

・ 小学校では、４年生全児童及び５・６年生で前年度検査結果が要医療や経過観察で

あった児童を対象に「小児生活習慣病予防検診」を実施した。

また、受診結果が、「要医療」、「経過観察」と診断された児童を対象に、医師によ

る健康指導や、栄養士・保健師による食生活・生活習慣指導を行う「すこやか教室」

を開催した。

・ 小児生活習慣病予防を家庭と学校の両面から進めていくため、学校給食や健康診

断、ＰＴＡ活動等の様々な機会を捉えて、学校から積極的に情報発信を行った。

【主な成果・課題】

・ 近年、小児生活習慣病予防検診の受診結果が経過観察・要医療である児童の割合が

増加傾向（経過観察・要医療合わせて１０％台の水準）にある。

・ 令和２年度から４年度までは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点か

ら、医師の面談や栄養講座などを行う「すこやか教室」が開催できなかったが、令和

５年度は４年ぶりに開催し、個別の相談を重視した構成に変更したことにより、コロ

ナ禍前に比べて教室への参加率が上昇した。

用語

解説

対人関係ゲーム

集団づくりのためのカウンセリング技法のひとつ。個を変えるのではなく、個

を受け入れられる集団をつくることを目的とし、活動的な遊びを通じて「交流、

協力、連携、心を通わす、他者と折り合う」という集団の変容を図る。田上不二

夫氏（教育学博士、東京福祉大学大学院心理学部教授）が開発した。
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【今後の取組の方向性】

・ 子ども達が将来にわたって健康的な生活を送れるよう、小学４年生全児童及び５・

６年生で前年度検査結果が要医療や経過観察であった児童を対象に小児生活習慣病予

防検診を実施する。

・ 小児生活習慣病予防検診の受診結果が、「要医療」、「経過観察」と診断された児童

を対象に、医師や栄養士による講義と医師との健康相談を行う「すこやか教室」を開

催し、小児期からの予防実践と予防意識の向上を図る。

指標に対する進捗状況

⑦ 食育の推進

【主な取組状況】

・ 全小・中学校において、食に関する指導の目標を基に教員と栄養教諭や学校栄養職

員が連携し、学校給食の管理や食に関する指導を、教科や総合的な学習の時間等と関

連付けて取り組んだ。

・ １１月の富山県食育推進月間に併せ、「とやま呉西圏域連携事業 呉西圏域ブラン

ド育成事業」として圏域内６市の地場産食材を組み合わせた共通の献立を学校給食で

提供した。とやま呉西圏域の「呉西」と特別感をだす「豪勢」をかけ、「呉西（ゴー

セイ）な日!!」として、児童生徒や保護者へ食材の情報発信と合わせ、食に対する意

識の向上を図った。

・ １月の全国学校給食週間期間中には「藤子Ｆ不二雄先生と藤子不二雄Ａ先生の作品

を給食で味わおう」をテーマに二人の出身地にちなんだ食材や料理、ドラえもんなど

の作品に登場する料理やキャラクターたちの大好物を献立で再現し提供することで、

給食を楽しく食べることができるよう取り組んだ。

・ 新湊漁業協同組合の協力により、１０月から１１月の間、全小学校の６年生（各校

１回）を対象として、地元特産品のベニズワイガニを提供するカニ給食を実施した。

・ 給食だよりなどの機会を通して、朝食の大切さ、バランスの良い食事の摂取など、

家庭における食育の推進を図った。

・ 学校給食研究会では、「食」への関心と理解を深め、健康に生きるための望ましい

食生活の実現を目指した実践的態度を育てるための指導のあり方を研究した。

【主な成果・課題】

・ 食への関心を高める取り組みとして、総合的な学習の時間や生活科、社会科など各

学年の学習活動に応じ、農作業の体験、生産者や地域の方との触れ合いを通して、地

域の食への理解を深めることができた。

・ 学校給食研究会では、栄養教諭等が参加する部会研修会において、各校の食育指導

における悩みや課題等について情報交換を行うとともに、学校給食を活用した食育の

推進についての講義を通して、学校給食における食育の大切さについて再認識し、実

践への意欲を高めることができた。

【今後の取組の方向性】

・ 児童生徒の発達の段階に応じて食生活に対する正しい知識と望ましい食習慣を身に

指標名 指標の説明

すこやか教室参加率
小児生活習慣病予防検診で「要医療」「経過観察」に該当

する児童のうち「すこやか教室」に参加した率

基準年度

(平成３０年度)

目 標 実 績 増 減

令和７年度 令和５年度(a) 令和４年度(ｂ) (a)－(b)

9.0％ 増加 23.0％ 未開催 ―
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付けることができるよう、給食だより等を通じて家庭や地域との連携を深める。

・ 安全に楽しく給食を食べることができる給食時間の過ごし方について、栄養教諭を

はじめとした教職員と児童生徒が工夫し取り入れていく。

・ 朝食を食べてこない児童生徒の背景や要因等を把握するとともに、朝食も含めた食

べることの大切さの啓発に継続して取り組む。

指標に対する進捗状況

⑧ 学校給食の充実

【主な取組状況】

・ 食の安全安心を確保するため、県内・国内産食材を優先的に購入した。

・ 地産地消の促進及び食育の推進を図り、旬の地場産食材の活用に努めた。

・ 食物アレルギーを有する児童生徒へ給食を提供する上で安全性を最優先するため、

原則として、原因食物を「提供しない」こととしている。

・ 食品廃棄物削減の取組については、児童生徒が苦手意識のある食材の調理方法や味

付けを工夫するなど対応している。また、児童生徒の発達段階に応じた献立作成や栄

養教諭等が給食や教科等の時間において食に関する指導を行うなど、児童生徒の食へ

の知識や興味関心を高めることで、残食の削減に取り組んでいる。

・ 食材費の高騰対策として、令和４年度に引き続き、食材費の高騰相当分を市で負担

することとした。

・ 食材費の高騰が止まらない状況の中、今後も地場産食材の活用に努めながら学校給

食摂取基準に基づいた標準献立を実施するため、「射水市学校給食運営協議会」にお

いて学校給食費の見直しを協議し、令和６年度から小・中学校ともに１食当たりの給

食単価を３０円増額する改定を行った。

【主な成果・課題】

・ 地場産食材の優先的な使用には、年間を通した質及び量の安定供給が必要である。

・ 食物アレルギーのある子どもについては、適宜、保護者と十分に面談を行い、献立

について使用食物の詳細を提供する等、学校給食の安全安心の確保を図った。

・ 物価高による食材費が高騰する中、食材費高騰相当分を市で負担することで、今ま

でと変わらない質や量を保った給食の提供を行うことができた。

【今後の取組の方向性】

・ 学校給食に携わる栄養教諭等で構成する献立作成会において、地場産食材を使った

メニューを検討していく。

・ 各小・中学校では、食物アレルギー対応の実施について周知を図るとともに、毎年

エピペン※に関する指導・講習を行う。

・ 物価高騰など今後の社会経済情勢を注視し、令和６年度も食材費の高騰相当分を市

で負担する取り組みを行う。併せて、物価変動が著しいことから、毎年度、「射水市

学校給食運営協議会」において翌年度の給食単価を検討する。

指標名 指標の説明

朝ご飯を毎日食べてくる児童生徒の割合 朝ご飯を毎日食べてくる児童生徒の割合

基準年度

(平成３０年度)

目 標 実 績 増 減

令和６年度 令和５年度(a) 令和４年度(ｂ) (a)－(b)

小学校 99.3％

中学校 98.1％
100％

小学校 95.4％

中学校 94.4％

小学校 98.9％

中学校 97.4％

小学校 △3.5％

中学校 △3.0％
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指標に対する進捗状況

※用語解説

指標名 指標の説明

地場産食材使用率 給食における射水市産食材及び富山県内産食材の使用割合（金額ベース）

基準年度

(平成３０年度)

目 標 実 績 増 減

令和６年度 令和５年度(a) 令和４年度(ｂ) (a)－(b)

射水市産 15.2％

富山県産 39.8％
増加

射水市産 14.6％

富山県産 39.6％

射水市産 14.5％

富山県産 39.3％

射水市産 0.1％

富山県産 0.3％

用語

解説

エピペン

アナフィラキシー（アレルギー反応による消化器症状や呼吸器症状が複数同時にかつ急

激に出現する状態）の進行を一時的に緩和し、ショック症状への進展を防ぐため、医師によ

る治療を受けるまでの間に用いる補助治療薬。薬液と注射液が内蔵されたペン型の注射器

や携帯用ケース等がセットになった、注射用キットのこと。
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基本的施策の評価

基本的施策に係る主な取組実績

① 支援が必要な児童生徒への対応

【主な取組状況】

・ 要支援児童生徒を適宜見守り、支援する学習サポーターを小・中学校に配置した。

・ 特別支援教育の専任職員として、学校教育課に長年の教育現場の経験と特別支援教

育に関する専門性に長けた職員を配置し、保護者との就学相談や教員への指導助言な

どの支援体制づくりの充実を進めた。

・ 保育所や幼稚園、認定こども園等の支援が小学校へ引き継がれるよう「小学校への

連絡カード」を活用し、保護者と連携した支援につなげた。

・ 就学に向けたリーフレットを作成し、保育所や幼稚園、認定こども園等及び小・中

学校、関係機関に配布し、地区相談会や就学相談会で活用した。（地区相談会年間９回）

・ 各小学校の特別支援教育コーディネーター※と学校教育課就学支援担当者が、射水市

子ども子育て総合支援センターの巡回訪問に同行するとともに、適宜、保育所や幼稚

園を訪問するなど、支援が必要な子どもの把握に努めた。

・ 特別支援教育に携わる教職員を中心に、教育相談の方法やインクルーシブ教育、個

別の教育支援計画等に関するオンラインによる研修会を実施した。

・ 令和４年度から射水市民病院に開設された「子どものこころの外来※」と小・中学

校が連携し、心の問題や発達障害などを抱える児童生徒の早期受診を図った。

・ 医療的ケアが必要な児童を小・中学校で支援することができるよう、医療的ケア運

営協議会を設置し、医療的ケアの実施体制の整備を推進した。

【主な成果・課題】

・ 学習サポーターを配置することで、支援を要する児童生徒の教育的ニーズに個別に

応えることができ、他の児童生徒も学習に集中できる時間が多くなってきている。

・ 射水市子ども子育て総合支援センターや子育て支援課、社会福祉課との連携を図る

ことで、早期に就学相談や支援につなぐことが可能となっている。

・ 「小学校への連絡カード」の活用は、保護者が就学について考える機会づくりとな

り、保護者の理解を得ながら継続的な相談、支援につなげることができた。また、外

国籍園児に対応するため英語版も作成し、配布した。

・ 困難を抱えていても相談につながらないケースや医療的ケアが必要なケース、登校

渋りや不登校児童生徒の増加など問題が多様化していることから、早期に安心して相

基本的施策 （３） 特別支援教育の充実

評価 順調に進んでいる

概要

① 支援が必要な児童生徒への対応

・ 学習サポーターの効果的な配置

・ 特別支援学級の開（閉）級及び通級指導教室の開設の推進

・ 小・中学校で一貫した個別の教育支援計画を活用した支援や指導、進学

先への引継ぎ

・ 「小学校への連絡カード」の継続活用による幼保小の連携強化

・ 特別支援教育の専任職員の教育委員会への継続配置

・ 保護者との就学・教育相談や教員への指導助言などの支援体制の充実

・ 射水市民病院「子どものこころの外来」との連携

・ 医療的ケア運営協議会での支援体制の協議及び支援の実施
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談できるように医療機関との連携など体制の充実及び対応できる人材の確保に努めて

きた。

・ 特別な支援が必要な外国人児童生徒に対し、日本語指導教員や児童生徒の母語を話

せる外国人相談員を配置し、児童生徒への日本語指導や保護者からの様々な相談に対

応しているが、配置人数に限りがあること、国籍も多様化（多言語化）してきている

ことから、更なる教員の加配や外国人相談員の配置拡充、関係機関との連携などが必

要である。

・ 射水市民病院に開設された「子どものこころの外来」と小・中学校が連携し、心の

問題や発達障害などを抱える児童生徒の早期受診につなげることが可能となった。学

校教育課の特別支援教育専任職員が中心となり、受診に必要な文書等の準備も含め円

滑な受診が行えるよう、射水市民病院と小・中学校の連携体制の強化を図ることがで

きた。

・ 医療的ケアが必要な児童について、医療的ケア運営協議会で協議した本市のガイド

ラインをもとに、主治医や学校医、学校、保護者と連携し、訪問看護ステーションに

委託する方式でケアを実施した。

【今後の取組の方向性】

・ 支援を要する児童生徒に関わる教員、学習サポーターの資質の向上を推進していく

とともに、県教委の指導主事や特別支援教育指導員、巡回指導員、支援学校のコーデ

ィネーター等との連携を密にし、支援を要する児童生徒の状態や変化に対応できる環

境づくりに取り組んでいく。

・ 特別支援学校との人事交流を積極的に進め、特別支援教育に長けた教員の育成を図

る。

・ 「個別の教育支援計画」や「小学校への連絡カード」を有効に活用することで、支

援や指導の充実を図っていく。

・ 個別相談の内容が多様化しており、保育所・幼稚園等への訪問や地区相談会を開催

するなど、関係機関の協力を得ながら、相談機会を増やし相談体制の充実を図る。

・ 引き続き、射水市民病院「子どものこころの外来」と小・中学校が連携し、心の問

題や発達障害などにより支援が必要な児童生徒の早期受診につなげる。

・ 医療的ケアが必要な児童生徒が安心して学校生活を送ることができるように、射水

市立小中学校医療的ケアガイドラインに沿って、引き続き人的配置などの体制づくり

に取り組む。

※用語解説

用語

解説

特別支援教育コーディネーター

学校内外の関係者や福祉、医療等の関係機関との連絡調整、保護者に対する学

校の相談窓口などの役割を担うもの。教諭又は養護教諭が兼ねている。

用語

解説

射水市民病院「子どものこころの外来」

富山県が令和４年度から心の問題や発達障害がある子どもへの医療体制の拡充

として開始した「サテライト診療」の一環として射水市民病院で開設したもの
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基本的施策の評価

基本的施策に係る主な取組実績

① ふるさと学習の充実

【主な取組状況】

・ 総合的な学習の時間や社会科の学習等において、副読本「わたしたちの射水」「ふ

るさと射水」を活用し、地域の自然や産業、歴史を学ぶと同時に、地域人材の活用

により、見たり、聞いたり、体験したりして「ふるさと」の魅力や課題について学

んだ。

・ 市内事業所での職場体験活動や福祉・ボランティア活動等に取り組む、社会に学ぶ

「１４歳の挑戦」※については、全中学校にて実施した。

・ 平成２９年度から令和５年度で５回目（令和２・３年度は中止）となる「いみず鳳
ほう

雛きらめき塾※」を実施し、意欲ある中学生６名が本市や富山県にゆかりがあり東京
すう

で活躍している起業家等との交流活動を行った。

実施日 令和５年８月２４日（木）～２５日（金） 東京都内

テーマ 「グローバルレベルで創造する力を養う」

講 師 青木 優 株式会社ＭＡＴＣＨＡ 代表取締役社長

高木 新平 株式会社ニューピース 代表取締役ＣＥＯ

青井 茂 株式会社アトム 代表取締役社長

・ 中学生が将来の夢や生き方を考える機会づくりとして、様々な分野の第一線で活躍

されている本市にゆかりのある方を講師に迎え中学校で講演をしていただく、いみず

夢づくり授業を実施した。

□いみず夢づくり授業の実施状況（中学生対象）

・ 小学校６年生を対象とした「射水市子ども議会体験プログラム」を市議会と連携し

開催した。全小学校の６年生７５９名が参加し、議場で市議会の仕組や役割を学び、

議案の提案から質問、答弁を経て、議決に至るまでの流れを模擬体験した。

基本的施策 （４） 郷土愛を育む教育の推進

評価 順調に進んでいる

概要

① ふるさと学習の充実

・ 総合的な学習の時間や社会科の学習等での副読本等の活用

地域探検、地域人材を活用したふるさと学習の実施

・ 社会に学ぶ「１４歳の挑戦」、いみず鳳雛きらめき塾、いみず夢づくり

授業といったふるさと学習の実施

・ 小学校６年生を対象とした射水市子ども議会体験プログラムの実施

② 環境教育の推進

・ グリーンカーテン設置及び環境チャレンジ１０事業等、環境教育の実践

年 度 講師氏名（本市等とのゆかり、活躍分野）

令和５年度

約２２０名

池田 美貴

（歌の森小教諭、ＳＫＩＭＯ2023－24 シーズン強化指定選手 日本代表）

令和４年度

約１９０名
坂野 喜隆（曾祖父旧黒河村長、大学教授）

令和３年度

約８８０名

石浦 弘幸（本県出身、デザイナー）、林 輝幸（本県出身、クイズ制作）

長江 努（本県出身、映像ディレクター）

令和元年度

約３７０名
稲垣 亮祐（本市出身、アニメーション制作）
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【主な成果・課題】

・ 自分たちの住んでいる地域の歴史や伝統、文化、自然への理解が、学習を通して深

まると同時に、地域の課題についても気付くことができた。

・ 社会に学ぶ「１４歳の挑戦」は、地域の事業所等の協力を得ながら職場体験活動を

実施したことで、生徒は働くことの意義や社会の一員としての役割を知り、自分の将

来について考える良い機会となった。

・ いみず鳳雛きらめき塾の参加生徒からは、市長への報告会で「これからの生き方や

考え方の大きな刺激となった。この経験を今後の学校生活の中で積極的に生かしてい

きたい。多くの人達に伝えていきたい」との感想があり、周囲の生徒への波及効果も

期待できる。実際に、生徒会が中心となり、能登半島地震への支援を積極的に検討し

ている者もいる。

・ 射水市子ども議会体験プログラムでは、市議会の役割や仕組みを体験を通して学習

することができ、大変貴重な経験を提供することができた。

【今後の取組の方向性】

・ 地域の自然や産業、歴史を学んだり、地域人材の活用により、見たり、聞いたりす

るなど「ふるさと」の魅力や課題について学ぶことで、ふるさと射水への愛着や親し

みをもてるようふるさと学習の推進に取り組む。

・ 子ども達が、学ぶことと自分の将来のつながりを見通しながら、新たな自分のよさ

や可能性をみつけ、自分の生き方を考える機会として、交流・体験活動を推進する。

※用語解説

② 環境教育の推進
【主な取組状況】

・ グリーンカーテンの設置や環境チャレンジ１０※事業への参加など、環境対策の実

践に取り組んだ。

【主な成果・課題】

・ 自分達の身近な暮らしの中で、エネルギーの大切さや環境問題等を意識し、課題に

対し自分で考え、行動する力を主体的に取り組むことで、持続可能な社会の実現を目

指すことの大切さを学ぶことができた。

【今後の取組の方向性】

・ 各小・中学校では、総合的な学習の時間、理科、社会科、生活科、家庭科等の時間

に環境教育が行われている。「環境から学ぶ」「環境について学ぶ」「環境のために学

ぶ」の３つの視点に沿って環境教育を推進するとともに、児童生徒一人ひとりが、環

境保全やより良い環境の創造のために、主体的に行動する態度や資質、能力を育成す

る。

※用語解説

用語

解説

社会に学ぶ「１４歳の挑戦」

中学２年生が学校を離れ、地域の人々の指導・援助を受けながら、職場体験活

動やボランティア活動等に取り組む事業

用語

解説

いみず鳳雛きらめき塾

新しい時代を切り拓くグローバルな人材、世界に羽ばたき将来の射水を担うたく

ましい人材を育成するため、意欲ある中学生（鳳雛）が、東京で活躍している起業

家等と交流等を行う事業

用語

解説

環境チャレンジ１０（とやま環境チャレンジ１０、いみず環境チャレンジ１０）
テ ン

小学校４年生(１０歳)が地球温暖化問題を学び、１０個の目標を決めて家族と

ともに家庭での対策を実践、自己評価するもの
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基本的施策の評価

基本的施策に係る主な取組実績

① 安全教育の推進

【主な取組状況】

・ 小・中学校や幼稚園では、在校（園）時及び登下校時の火災や地震、津波、風水害

及び不審者等に備えた避難誘導訓練を実施した。

・ 不審者情報やクマ・イノシシ・カモシカ等の出没情報、台風や大雪による学校休業

等の情報については、警察などの関係機関や市担当課と連携しながら、教育・安全情

報リアルタイム共有システム (通称：あんしんメール) ※で、家庭や地域に情報を発

信し、事故等の未然防止に努めた。

・ 能登半島地震を受け、学校管理職を対象に防災に関する研修を行った。

【主な成果・課題】

・ 小・中学校や幼稚園では、避難誘導訓練を複数回にわたり実施し、児童生徒等それ

ぞれの成長段階に応じた適切な避難時の対応を身に付けることができた。

・ 学校管理職対象の防災に関する研修会を行ったことで、色々な場面を想定した避難

訓練を行う必要があることが分かった。

【今後の取組の方向性】

・ 児童生徒の危険回避能力を向上させるための安全教育を推進するとともに、防災訓

練や不審者に備えた訓練等の充実を図る。

・ 学校や家庭、地域と連携した安全体制づくりを推進する。

② 通学路の安全

【主な取組状況】

・ 射水市通学路交通安全プログラム※に基づき、通学路の危険箇所（交通・防犯など）

について市内小・中学校から情報提供（２５箇所）を受け、関係機関と連携して、現

地確認を含めた通学路の合同点検を行い、安全対策の実施や対策実施に向けて検討を

行うなど、通学路の安全確保に努めた。

【主な成果・課題】

・ 学校、市、県及び警察等の関係機関が連携して合同点検を行い、対策の実施内容や

進捗状況等についての情報を共有するとともに、その内容を市ホームページにて公表

するなど、児童生徒が安全に安心して通学することができる環境を整えている。

基本的施策 （５） 安全教育の推進

評価 順調に進んでいる

概要

① 安全教育の推進

・ 在校（園）時及び登下校時の災害等に備えた避難誘導訓練の実施

・ 不審者情報等についてのあんしんメールの発信

・ 能登半島地震を受けて、学校管理職を対象とした防災研修の実施

② 通学路の安全

・ 射水市通学路交通安全プログラムに基づき、通学路危険箇所の合同点検等

の実施
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【今後の取組の方向性】

・ 児童生徒の登下校の安全を確保するため、通学路の危険箇所の把握及び合同点検を

実施し、通学の安全に向けた環境づくりを推進する。

・ 見守り隊、安全パトロール隊やＰＴＡ等の地域住民による見守り活動が、児童生徒

の事故や事件の未然防止につながっていることから、引き続き支援体制の強化に努め

る。

※用語解説

用語

解説

教育・安全情報リアルタイム共有システム（通称：あんしんメール）

学校と家庭、地域が情報を共有し、連携・協力して児童生徒の健全育成を図る

ため、教育・安全に関する情報を各校又は教育委員会から利用登録している保護

者や地域の関係者へ電子メールを配信するもの

用語

解説

射水市通学路交通安全プログラム

継続的な通学路の安全確保のため、定期的な通学路の合同点検を実施すること

や、対策後の効果検証を行うなどの基本方針を定めたもの
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基本的施策の評価

基本的施策に係る主な取組実績

① ＩＣＴ機器の効果的な活用

【主な取組状況】

・ 各小・中学校では、１人１台の学習専用端末を教育活動全般に積極的、効果的に活

用する取組を推進するとともに、家庭に持ち帰り、ＡＩドリル、学習教材の動画視聴

等、個別の興味・関心や学習進度に応じた学習に取り組んだ。

・ 各校では、長期休業期間に学習専用端末を家庭に持ち帰らせて、学習専用端末を活

用する課題に取り組ませたり、健康観察を把握したりするなど、家庭における有効活

用の工夫に努めた。

・ 教員全体のＩＣＴ活用指導力の向上を図り、新学習指導要領の着実な実施や令和の

時代に求められる教育の実現のため、市の教育センター研修において、教員の活用力

のレベルに応じて選択できる研修や実際に端末を操作しながら学習支援ソフトについ

て学ぶ体験型研修などを実施した。

・ 児童生徒が発達段階に応じて、学習専用端末の操作に関する知識や技能の習得と、

効果的な学習を行えるよう、それぞれの学年で必ず身に付けさせるスキルを表した

ＩＣＴスキルスタンダードを市内教職員で共有し、児童生徒に身に付ける力を意識し

た学習活動の展開に努めた。

・ ＩＣＴ活用の実践事例や教材等のデータを各教員がいつでも活用できるよう公開し

ている。蓄積されたデータに簡単に使える教材例を追加し、ＩＣＴ活用指導力の向上

を図った。また、教員へのＩＣＴ機器を活用した授業事例の提案や授業中に児童生徒

を補助する等の役割を担うＩＣＴ支援員を６人配置した。

・ 高い専門性と実践的指導力を有し、優れた教育活動を実施している教員をＩＣＴマ

イスター教員として任命し市内教員に授業を公開するなど、児童生徒の資質・能力を

育成するためのＩＣＴ機器の効果的な活用の在り方を提案した。

・ 市内高等教育機関との連携事業を企画し、ドローンを活用したプログラミング体験

基本的施策 （６） グローバル人材育成のための基盤づくり

評価 順調に進んでいる

概要

① ＩＣＴ機器の効果的な活用

・ 学習専用端末の教育活動全般での積極的、効果的な活用

・ ＡＩドリルや学習教材の動画視聴等、家庭での学習進度に応じた活用

・ ＩＣＴマイスター教員の任命及びＩＣＴ支援員の配置

・ 小・中学校９学年の各学年で学ぶべき技術や内容を示したＩＣＴスキル

スタンダードの作成及び教員のＩＣＴ活用力に応じた選択型・体験型研

修の開催

・ ドローン等を活用したプログラミング体験教室の開催

② 情報モラルの浸透

・ スマホ・ケータイ安全教室やネットトラブル防止教室等の講習会の実施

・ ネット利用のルールの見直し及び定着に向けた取組

③ 外国語教育の充実

・ 全小・中学校への外国語指導助手（ＡＬＴ）の配置

・ 小学校への英語専科教員や外国語活動指導員の配置

④ ＥＳＤ（持続可能な開発のための教育）の推進

・ ＳＤＧｓに掲げる目標達成を意識した主体的な課題解決に向けた取組
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教室を希望した小学校６校で実施した。そのほか、児童生徒のプログラミングに対す

る興味関心を高めるため、プログラミング教材を活用した学習に取り組んだ。

【主な成果・課題】

・ ＩＣＴ支援員が、授業中のサポートや授業づくりでの助言のほか、各学校のニーズ

に応じた校内研修を実施しており、こうした取組により授業における学習専用端末の

活用が確実に増え、児童生徒が授業場面に応じＩＣＴを活用する姿が見られるように

なっている。

・ Ｗｉ－Ｆｉ環境の整備が難しい家庭には、無償でモバイル・ルーターの貸出を行っ

ているが、学習専用端末を家庭に持ち帰り活用するためには、各家庭においてＷｉ－

Ｆｉ環境を整える必要がある。

・ プログラミング教材を活用した学習により、ねらいを達成する道筋を論理的に考え

ていく力「プログラミング的思考」を育成することができた。しかし、ドローンを活

用したプログラミング体験教室は、ドローン保有台数、指導体制の関係上、小規模の

小学校６校の実施であり、今後、大規模校でも実施できる体制を整える必要がある。

【今後の取組の方向性】

・ 児童生徒の発達の段階や実態を考慮した学習活動を充実させ、情報活用能力の育成

に取り組む。

・ 授業における日常的なＩＣＴ活用は、効果的な教育を生み出すと同時に児童生徒の

ＩＣＴスキルを育むことにつながることを踏まえ、今後も教員のＩＣＴ活用指導力の

向上を図る研修を重ねるとともに、ＩＣＴ支援員の有効活用など、学校への支援体制

の拡充を図る。

・ ＩＣＴ機器について、より効果を発揮することができるよう活用方法の調査・研究

を継続して実施する。

・ 今後も、学校・家庭双方で学習専用端末の活用を進めるため、各家庭でのＷｉ－Ｆｉ

環境の整備について理解や協力を求めていく。また、Ｗｉ－Ｆｉ環境の整備が難しい

家庭へのモバイル・ルーターの貸出を継続する。

・ ドローン等のプログラミング教材を積極的に活用し「プログラミング教育」を推進

する。なお、市教育センター保有のドローンを活用し、教員自身が指導できるよう、

研修を進めていく。

② 情報モラルの浸透

【主な取組状況】

・ 各小・中学校において、児童生徒・教職員を対象に、情報社会での行動に責任をもつ

ことや情報を正しく安全に利用することなどについて、スマホ・ケータイ安全教室や

ネットトラブル防止教室等の講習会を行い、情報モラルと人権意識の高揚を図った。

講師には、ネットに詳しい外部講師やＩＣＴ支援員を招聘した。また、保護者には、

その内容等を休業前等に学校のたよりを活用して啓発した。

・ 全小・中学校では、ネット利用に関するルールを見直し、更なるルールの定着に向け

て、各校で様々な取組を行った。

【主な成果・課題】

・ スマートフォン等の情報通信端末は、年々、高度化・多機能化し、家庭への普及が急

速に進んでおり、学校、家庭、地域や関係機関等が連携し、情報モラルに関する適時・

適切な指導を継続的に行う必要がある。
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・ 学年別に学ぶべきモラルを示した動画コンテンツの活用を図り、ネットトラブルを

起こさない、あわない意識の醸成を図ることができた。また、教員向けの著作権に関す

る動画コンテンツを活用し、オンライン授業の注意事項を確認した。

【今後の取組の方向性】

・ 授業や教育活動でのＩＣＴ活用の機会を通じて、教師が児童生徒のデジタル・シテ

ィズンシップ※を育むことを意識するとともに、ＩＣＴの適切な活用の仕方を身に付

けさせる。

・ 学校は、児童生徒・保護者向けの講習会を開催するとともに、学年別の実態に合わせ

た効果的な指導を行う。

・ ネットルールの見直しは、児童生徒自身が自覚して行動することが肝要であること

から、自分達の手で取り組んでいる。各校では、児童会や生徒会の集会等において、ル

ールの見直しや定着に向けた取組を実施しており、その取組に関する家庭への情報提

供に努めるとともに、適切なインターネット利用について、家庭や関係機関と連携し

ながら、引き続き、普及・啓発を推進する。また、ＩＣＴ教育に関する現状の把握や、

授業や校務におけるＩＣＴ機器の効果的な活用を検討する「ＩＣＴ教育推進に関する

調査研究委員会」でネットルールの在り方について調査を進め、今後の各校での取組

の方向性を定めていく。

※用語解説

③ 外国語教育の充実

【主な取組状況】

・ 小学校５・６年生では英語科を年間７０時間、３・４年生では外国語活動を年間３

５時間、１・２年生では年間５時間（英語を使った簡単なゲーム等）の外国語教育に

取り組んだ。

・ 小学校では５・６年生の英語科にＡＬＴ（外国語指導助手）を５名を配置し、すべ

ての時間で教員とＡＬＴによるティーム・ティーチングを可能とするとともに、３・

４年生の外国語活動に外国語活動指導員４名を配置した。

・ 中学校英語教育の充実を図るため、引き続き、中学校へＡＬＴ４名を配置した。

【主な成果・課題】

・ 小学校では教員とＡＬＴや外国語活動指導員が、中学校では教員とＡＬＴがティー

ム・ティーチングにより工夫しながら授業を実施し、児童生徒の英語に対する興味・

関心を高めることができた。

・ 自らが直接、多様な言語、文化、人々を有する世界とつながる時代になってきてお

り、外国語でコミュニケーションを図る資質・能力の着実な育成が求められている。

【今後の取組の方向性】

・ マイスター教員や英語専科教員等を活用しながら、教員全体の資質向上を図る。

・ ＡＬＴ、外国語活動指導員の配置を継続し、教員の授業力向上、授業の支援を行う。

・ 外国語に慣れ親しみ、コミュニケーション能力を養う体験や活動する機会の確保に

努める。

用語

解説

デジタル・シティズンシップ（Digital Citizenship）

情報技術の利用における適切で責任ある行動規範のこと。
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④ ＥＳＤ（持続可能な開発のための教育）の推進

【主な取組状況】

・ 小学校４年生では、地球温暖化問題を学び、自分ができる１０個の目標を決めて家

族や家庭での対策を実践する「環境チャレンジ１０」の取組を行うなど、ＳＤＧｓに

掲げる目標達成を意識しながら、主体的に課題解決に向けた取組を実施した。

【主な成果・課題】

・ 各校では、自分たちの住むまちの文化や人とのつながり、エネルギーの大切さや環

境問題、生き物と環境のつながりなど「関わり」や「つながり」を意識し、総合的な

学習の時間等において、主体的かつ実践的な学習に取り組むことができた。

（例：環境チャレンジ１０や使わなくなった洋服や靴、食料品を回収し寄附する等）

【今後の取組の方向性】

・ 社会を取り巻く問題を自らの問題として捉え、その課題解決につながる価値観や行

動を生み出すＥＳＤ※を実践し、持続可能な社会の担い手の育成に努める。

※用語解説

用語

ＥＳＤ：持続可能な開発のための教育（Education for Sustainable Development）の略

環境、貧困など現代社会の課題を自らの問題として捉え、身近なところから取り

組むことにより、課題の解決につながる新たな価値観や行動を生み出すこと、持続

可能な社会を創造していくことを目指す学習や活動のこと
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基本的施策の評価

基本的施策に係る主な取組実績

① 情報の発信

【主な取組状況】

・ 各小・中学校では、学校行事等だけでなく、普段の授業の様子や活動状況を学校や

学年等のたよりやホームページを活用して情報発信した。

・ 各小・中学校にコミュニティ・スクールを導入するため、地域、学校へ制度説明を

行い、学校運営協議会の設立に向けて体制を整え、３月に学校管理職、学校運営協議

会委員予定者及び学校支援コーディネーター予定者を対象とした研修会を行った。

【主な成果・課題】

・ 児童生徒を取り巻く環境や学校が抱える課題は複雑化・多様化している。教員だけ

でなく、各校の状況や課題等について保護者や地域の方々と情報を共有しながら、学

校と地域住民等が力を合わせた学校運営を行う必要がある。

・ 令和６年４月に市内全小・中学校に学校運営協議会を設置するための体制が整った。

今後、どのように地域の協力を得ながらコミュニティ・スクールを推進していくか検

討していく必要がある。

【今後の取組の方向性】

・ 児童生徒の個人情報の管理等を適切に行い、学校だより及びホームページ等を効果

的に活用していく。

・ 保護者や地域住民などが学校運営に参画する学校運営協議会を全小・中学校に設置

し、地域の力を学校運営に生かす「地域とともにある学校づくり」を推進する。

・ 学校と地域をつなぐ学校支援コーディネーターと連携し、コミュニティ・スクール

と地域学校協働活動※との一体的推進を図る。

② 教員の資質向上

【主な取組状況】

・ 新規採用教員を対象にストレスとの付き合い方やリラクゼーションの手法、構成的

グループエンカウンター※を体験する「新規採用教員研修会」を実施した。

・ 若手を中心とした教員の指導力向上を図るために、各校で開催されている学校訪問

研修会の公開授業を参観する機会を設け、積極的な参加を促した。また、教科指導の

基本的施策 （７） 信頼される教育の推進

評価 順調に進んでいる

概要

① 情報の発信

・ 学校だより及びホームページを活用した情報発信

・ コミュニティ・スクールの導入に向けた体制の構築

② 教員の資質向上

・ 新規採用教員研修会をはじめ、若手教員研修会の開催

・ 高い専門性と実践的指導力を有する教員をマイスター教員に任命し、

優れた実践的指導力等を市内教員に広く伝授

・ 教職員にストレスチェック等を実施し、働きやすい職場環境を形成
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充実を図るために、２年次以上５年次以下の教員を対象とした「中学校若手教員研修

会」を継続して実施した。

・ 若手教員の育成するため、学校訪問研修の機会を生かし、参考となる授業を積極的

に参観することを推進した。

・ 高い専門性と実践的指導力を有し、児童生徒のために優れた教育活動を実践してい

る教員１３人を「マイスター教員」として任命し、その優れた実践的指導力等を広く

市内の教員に伝授した。

小学校計４人：教科１人、道徳１人、特別支援教育１人、ＩＣＴ１人

中学校計９人：教科７人、特別支援教育１人、ＩＣＴ１人

・ セルフケア（一人ひとりが行う自身の健康管理）の充実及び働きやすい職場環境の

形成を目的に、全教職員を対象にストレスチェックを実施した。

・ 教員の実践的指導力を高めるため、令和５年度より「学び高め合う集団づくり支援

事業」において、お笑いコンビ雷鳥を講師とした「教師のコミュニケーションスキル

アップ研修」を実施し、学級づくりや人間関係づくりに必要な技能の向上を図った。

参考：教職員研修

【主な成果・課題】

・ 本市では、経験年数が１０年以下の教員が約半数を占めており、優れた教育理念や

指導技術の伝承が課題である。

・ 「中学校若手教員研修会」の実施に当たり、校長会推薦の校内の中堅教員を指導者

に当てることで、研修受講者及び指導者双方の指導力の向上に結びついた。

・ 若手教員は、「マイスター教員」の公開授業の参観（年１回以上）と、自らの若手

教員研修会の成果を生かした研究授業の実施により、指導力が向上した。

・ 学習支援ソフト習得研修会を「小・中学校におけるＩＣＴ教育総合支援事業※」と

関連させて実施した。また、小・中学校でＩＣＴ活用授業研究会を実施し、ＩＣＴを

活用した実践的な指導力の向上を図ることができた。

【今後の取組の方向性】

・ 新規採用、若手、中堅といった教員のキャリアに応じて求められる資質を身に付け

る研修会を開催する。また、県教育委員会が策定した「教員等の資質向上のための指

標」を活用した資質向上を図る。

・ マイスター教員を任命し、優れた実践的指導力を教員に伝授する機会を設ける。

また、日常的に指導力向上のための教員同士の学び合いを推進し、同僚性を高める。

・ すべての教員がＩＣＴ機器を活用できるように、校務および授業におけるよい事例

を示したり、本市が導入している学習支援ソフトの習得研修会を実施したりすること

を通して、一人ひとりのＩＣＴ活用力の向上を図る。

・ 教職員一人ひとりのメンタルヘルスをケアしていくために、各小・中学校と連携し、

ストレスチェックの実施を徹底するとともに、面談体制の充実を図る。

研 修 会 名 研修対象 参加人数 研 修 会 名 研修対象 参加人数

新規採用教員研修会 新規採用教員 27 人 学習支援ソフト習得研修会[4 回] 小中学校教員 88 人

教育研修会

（ＩＣＴを活用した授業づくり）
小中学校教員 約 100 人 特別支援教育研修会 小中学校教員 30 人

中学校若手教員研修会[2回] 中学校教員 17 人 通級指導教室担当者研修会 小中学校教員 20 人

ＷＥＢＱＵ活用研修会[2回] 小中学校教員 28 名 体育実技研修会 小学校教員 18 人
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指標に対する進捗状況

※用語解説

指標名 指標の説明

マイスター教員の任命 毎年マイスター教員を経験した教員数

基準年度

(平成３０年度)

目 標 実 績 増 減

令和６年度 令和５年度(a) 令和４年度(ｂ) (a)－(b)

小学校 33 人

中学校 26 人
70 人

小学校 56 人

中学校 46 人

小学校 55 人

中学校 42 人

小学校 1人

中学校 4人

用語
解説

地域学校協働活動

地域の高齢者、成人、学生、保護者、ＰＴＡ、ＮＰＯ、民間企業、団体・機関等

の幅広い地域住民等の参画を得て、地域全体で子ども達の学びや成長を支えるとと

もに、「学校を核とした地域づくり」を目指して、地域と学校が相互にパートナー

として連携・協働して行う様々な活動

用語
解説

構成的グループエンカウンター

リーダーの指示した課題をグループで行い、そのときの気持ちを率直に語り合う

「心と心のキャッチボール」を通して、徐々にエンカウンター（ホンネを表現し合

い、それをお互いに認め合う）体験を深めていくもの

用語
解説

ＩＣＴ教育総合支援事業

ＩＣＴを活用した教育・プログラミング教育の調査研究や教員がＩＣＴを効果的

に活用して指導力を高めるＩＣＴ活用研修会、マイスター教員による授業実践の普

及を図る事業の総称
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基本的施策の評価

基本的施策に係る主な取組実績

① 相互連携の推進

【主な取組状況】

・ 保育所等と小学校の交流活動については、職員同士が相互連携し、幼児と小学生が

一緒に遊んだり、支援が必要な幼児と保護者には小学校生活の様子を見学する機会を

設けるなどし、安心して小学校へ接続できるよう調整した。

・ 幼稚園、保育所及び認定こども園※から小学校へ要録（幼稚園幼児指導要録・保育

所児童保育要録・幼保連携型認定こども園園児指導要録）の写しと、保護者が記載す

る「小学校への連絡カード」を送付し、それを基に連絡会を実施し、幼児の発達や支

援に関する情報の共有を図った。

【主な成果・課題】

・ 幼保小の交流活動により、幼児の小学校生活に向けた不安解消につなげるとともに、

幼保小の教員等がお互いの教育観について共通理解を深めることができた。保育所等

と学校が工夫をし、円滑な就学につながるように努めた。今後は、関係する幼保小の

教員等以外の教員等に対しても、取組内容を広く共有し、学びのつながりに対する理

解を深めていく必要がある。

・ 外国籍の幼児や家族においては、文化の壁により就学に不安をもつケースがあるこ

とから、幼保小の教員等が異文化理解に努めていくことが重要である。

・ 幼児の発達と学びが円滑につながるよう、就学に向けて要録の写しと「小学校への

連絡カード」を送付し、担当者による連絡会を設けている。また、ことばの教室の巡

回指導時に小学校教諭が保育を観察することで、幼児の状態をより的確に把握するこ

とができた。

とりわけ、特別な支援を必要とする幼児については、小学校はもとより、専門の医

師、教育事務所等の外部の関係機関とも連携を密にし、協力体制の構築を一層推進す

るとともに、幼児期に作成した「個別支援計画」を入学準備期に小学校へ提供するな

ど、より緊密な連携を図る必要がある。

【今後の取組の方向性】

・ 幼児期から児童期への円滑な接続のため、幼保小の交流活動については、できる限

り内容の充実を図り、学びのつながりを意識した指導方法や環境づくりを推進する。

なお、特別な支援を必要とする幼児については、関係機関との連携をより一層密にし

深い幼児理解へとつなげ、一人ひとりの教育的ニーズに対応した支援の充実を図る。

基本的施策 （８） 幼児教育の充実

評価 概ね順調に進んでいる

概要

① 相互連携の推進

・ 幼保小の交流活動及び職員同士の相互連携

・ 幼保から小学校への指導要録及び連絡カードの送付による情報共有

② 教員等の資質向上

・ 幼保小の教員等の教育・保育活動の意見交換

・ 個別の教育支援計画を作成し、支援が必要な子どもの情報の引き継ぎ

・ 県内幼児教育施設訪問研修への参加及び県外研修会へのリモート参加

③ 認定こども園の設置・推進

・ 民間保育所３園の認定こども園化
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・ 小学校研究授業や公開保育などの参観の機会を利用し、職員同士の交流や研修の充

実などの新たな取組を行うとともに、連携の推進を図る。

・ 小学校への接続を意識したアプローチカリキュラム※、幼稚園等での育ちを生かした

スタートカリキュラム※を作成し、円滑な接続を図る。

※用語解説

② 教員等の資質向上

【主な取組状況】

・ 幼保小の教員等が教育・保育活動について、それぞれの立場・指導観について保育

者及び教員の保育参観を通じ意見交換を行うなど、互いの指導内容や方法について理

解促進を図った。

・ 教員等が幼児教育の研修の充実を図るため、県内幼児教育施設訪問研修や全国レベ

ルの大会に参加することなどにより、他の地域や施設の現状、直面している課題等、

幼児教育に関する知識・理解を深め、教員等の資質向上を図った。

・ 市主催で不適切保育未然防止セミナーを開催（４回）し、子どもへの理解や主体的

な保育の在り方、配慮を要する児童へのかかわり方、外国にルーツを持つ児童への対

応について学んだ。

【主な成果・課題】

・ 研修会への参加により、幼児教育に関する様々な専門性を高め、個々のスキルアッ

プを図ることができた。また、実情に応じた教育課程の編成、創意工夫した指導など

質の高い教育・保育の実施へとつながった。

【今後の取組の方向性】

・ 引き続き、外部研修会に参加するなど、教員等個人の幼児教育に関する様々な専門

性を高め、スキルアップを図る。

・ 幼児教育の内容等に関する自己評価で自覚した課題等の解決に向け、組織的に対応

することを目的とし、キャリアステージに応じた新たな研修プランを導入する。具体

的には中堅・新任保育者等が園の垣根を超え一堂に会し、個々の幼児教育に対する考

用語

解説

認定こども園

認定こども園とは、教育・保育を一体的に行う施設で、幼稚園と保育所の両方の

良さを併せもっている施設であり、次のようなタイプがある。

①幼保連携型

幼稚園的機能と保育所的機能の両方の機能を併せもつ単一の施設として、認定こ

ども園としての機能を果たすタイプ

②幼稚園型

幼稚園が、保育が必要な子どものための保育時間を確保するなど、保育所的な機

能を備えることで認定こども園としての機能を果たすタイプ

③保育所型

保育所が、保育が必要な子ども以外の子どもも受け入れるなど、幼稚園的な機能

を備えることで認定こども園としての機能を果たすタイプ

用語

解説

幼保小接続カリキュラム

① アプローチカリキュラム（就学前の幼児が円滑に小学校の生活や学習へ適応で

きるようにするとともに、幼児期の学びが小学校の生活や学習で生かされてつな

がるように工夫された５歳児のカリキュラム）と、②スタートカリキュラム（幼

児期の育ちや学びを踏まえて、小学校の授業を中心とした学習へうまくつなげる

ため、小学校入学後に実施される合科的・関連的カリキュラム）を指す。
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え方や経験を職員間で共有し、そこで学んだ知識や技術、幼児教育観等を取り込み、

個々のスキルアップ、ひいては市全体の幼児教育の質の向上に取り組む必要がある。

③ 認定こども園の設置・推進

【主な取組状況】

・ 民間保育所３園について、令和５年４月から幼保連携型認定こども園に移行し、運

営等に係る指導・助言を行った。

【主な成果・課題】

・ 多様化する保育ニーズに対応するため、幼稚園と保育所の機能・特長を併せもち、

教育・保育を一体的に行うことができる認定こども園を設置した。

・ 市立幼稚園の入園児童数は年々減少していることなどから、市立幼稚園のあり方に

ついて協議を進める必要がある。

【今後の取組の方向性】

・ 子ども・子育て支援新制度の施行に伴い、幼稚園、保育所及び認定こども園の横の

つながりを深め、幼児教育・保育の総合的な提供、地域の子ども・子育て支援の充実

を図る。

・ 認定こども園の設置については、教育・保育提供区域※の状況を考慮しながら、幼

保連携型認定こども園の設置を推進する。

小学校入学前の状況 [単位：人]

※用語解説

区 分
令和４年度

入学生

令和５年度

入学生

令和６年度

入学生

幼稚園 55 21 30

保育所 514 458 357

認定こども園 183 233 308

その他 9 １ 13

計 761 713 708

用語

解説

教育・保育提供区域

地理的条件、人口、交通事情などを総合的に勘案し、保護者や子どもが居宅より

容易に移動することが可能な地域として、地域の実情により定めるもの。

本市では、子ども・子育て支援事業計画において、北西地区（新湊中学校、新湊

南部中学校区）、北東地区（射北中学校区）、南西地区（大門中学校区）、南東地区

（小杉中学校、小杉南中学校区）の４つの教育・保育提供区域を設定している。
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基本的施策の評価

基本的施策に係る主な取組実績

① 学校施設・設備の計画的な整備

【主な取組状況】

主な事業として、以下の工事等を実施した。

（小学校）

・ 堀岡小学校空調設備改修工事、太閤山小学校空調設備改修工事、大門小学校空調

設備改修工事（令和４年度からの繰越）

・ 小杉小学校プール改築工事（令和４年度からの繰越）

・ 片口小学校プール改築工事実施設計業務委託

・ 中太閤山小学校プール改築工事（令和６年度へ繰越）

・ 片口小学校プール改築工事（令和６年度へ繰越）

・ （仮称）放生津・新湊統合小学校改修工事設計業務委託（令和６年度へ繰越）

（中学校）

・ 小杉南中学校外灯取替工事

・ 新湊南部中学校空調設備改修工事設計業務委託

・ 新湊南部中学校空調設備改修工事（令和６年度へ繰越）

・ 継続費：大門中学校グラウンド（400ｍトラック）改修工事

・ 継続費：大門中学校部室等改築工事（令和６年度へ繰越）

【主な成果・課題】

・ 国庫補助事業の採択を受け小・中学校の改修等の工事に取り組み、教育環境の改善

を図った。

・ 建築資材価格等の高騰に伴い、整備費が当初計画よりも上振れする可能性が懸念さ

れる。

【今後の取組の方向性】

・ 公共施設個別施設計画において定める方針等を踏まえ、老朽化が著しい学校施設の

大規模改造工事及び長寿命化改良工事を計画的に実施する。また、経年により劣化し

ている学校プールやグラウンドの環境改善を図る。その際には、省エネなど環境に配

慮した施設整備を目指す。

基本的施策 （９） 学校施設の整備推進

評価 順調に進んでいる

概要

① 学校施設・設備の計画的な整備

・ 学校施設・設備の安全性・機能性等に配慮した改修・修繕工事の実施

・ 国庫補助事業の採択を受けての計画的な学校施設改修工事の実施

堀岡小学校、太閤山小学校及び大門小学校の空調設備改修工事

小杉小学校及び中太閤山小学校のプール改築工事

大門中学校グラウンド改修工事

② 学校の適正配置

・ 放生津小学校と新湊小学校の新設統合に向けた統合準備会の開催

③ 環境にやさしい学校施設の整備

・ 大規模改造又は長寿命化改良工事に併せた学校施設の省エネ化の推進
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・ 老朽化対策工事の実施にあわせ、学校施設のバリアフリー化を推進するとともに、

１人１台の学習専用端末等を活用した新しい時代の学びに対応した教育環境の向上に

努める。

・ 学校施設整備を計画どおり進めていくため、国及び県等の関係機関への働きかけを

行うなど、必要な財源の確保に努める。

② 学校の適正配置

【主な取組状況】

・ 放生津小学校と新湊小学校の児童数の著しい減少が見込まれるため、令和７年４月

を目標とし、両校の新設統合を進める統合準備会を設立し協議を進めた。

児童数について 令和６年４月１日現在

【主な成果・課題】

・ 少子高齢化と人口減少の進行により、児童数の減少、学校の小規模校化や複式学級

化が進むことが見込まれる。子ども達にとって望ましい教育環境の実現のため、教育

上の課題や地域の実情を踏まえながら、地域住民やＰＴＡ等の方々とともに、学校の

在り方について検討をしていく必要がある。

【今後の取組の方向性】

・ 放生津小学校と新湊小学校の新設統合については、引き続き、統合準備会にて両校

の新設統合に向けた協議を継続し、令和７年４月の統合に向けた準備を進める。

・ その他の学校の適正配置については、児童生徒数の将来見込みや教育上の課題や地

域の実情を踏まえながら、引き続き検討する。

③ 環境にやさしい学校施設の整備

【主な取組状況】

・ 学校大規模改造工事の実施に併せて、耐久性に優れた材料等への切り替えや照明の

ＬＥＤ化、断熱、日射遮蔽等の省エネ対策など環境に配慮した工事を行った。

【主な成果・課題】

・ 児童生徒の学習環境の改善、維持管理費用の低減等の省エネ対策を推進した。

【今後の取組の方向性】

・ 持続可能な社会を実現するため、施設改修等に当たっては、環境に配慮した材料等

を取り入れるなど、引き続き省エネルギー対策に取り組む。

学校区分 令和５年 令和１２年（見込） 増減率

全小学校 ４，４６９人 ３，７２８人 △１６．５％

(参 考)
放生津小学校

新湊小学校

１１５人

２２８人

６８人

１４８人

△４０．９％

△３５．１％
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基本的施策の評価

基本的施策に係る主な取組実績

① 家庭教育の支援拡充

【主な取組状況】

・ 富山大学地域連携推進機構と連携し「いみず親学びスクール」を年４回開催した。

専門的な知識を学ぶ「講義型」の講座を１回、家庭内のコミュニケーション力向上

を図るため「親子体験型」の講座を３回実施した。

・ 就学時健診時を利用した「子育て井戸端会議」を、家庭教育アドバイザー連絡協議

会と共催で、小学校８校において実施した。

・ 「親を学び伝える学習プログラム」を活用した親学び講座※を実施した。

・ あったか家族※については、テレビ広報いみずやコミュニティバスのデジタルサイネー

ジを利用し、これまで作成した啓発動画等を定期的に紹介した。

「いみず親学びスクール」の開催状況

【主な成果・課題】

・ 「いみず親学びスクール」のアンケート調査では、講義型参加者の８３％が子育ての

知識やポイント、新しい発見を得ることができたと回答した。また、親子体験型で

は、親子で一緒に過ごす時間を確保し、コミュニケーションの大切さを再確認でき

た。

・ 子育て井戸端会議のアンケートでは、参加者の９３％が「（たいへん）良かった」と

回答しており、小学校入学前の悩みや不安などを話し合い、保護者間の交流も図ること

ができた。

・ 子育て井戸端会議については、一部の学校において就学時健診の開催方法が変更にな

ったことから、実施回数及び参加者が減少しており、開催方法や対象者を再検討する必

要がある。

基本的施策 （10） 家庭における教育の充実

評価 概ね順調に進んでいる

概要

① 家庭教育の支援拡充

・ 「いみず親学びスクール」の開催（講義型、親子体験型 計４回）

・ 「子育て井戸端会議」の実施

・ 「親を学び伝える学習プログラム」を活用した親学び講座の実施

・ あったか家族の周知啓発

② 食育教育の推進

・ 家庭教育リーフレット「あったか家族３つのポイント」の配布

・ ＬＩＮＥを活用した「あったか家族応援！」割引クーポン企画の実施

実施日 演題・講師 参加者数

８月５日（土）
「光で遊ぼう」（親子体験型）

富山大学 小林 かおり

４２人

(１８組)

９月９日（土）
「子どもに教えたい経済学－家計データから見る日本経済－」（講義型）

富山大学 松山 淳
２３人

10月 22 日（日）
「家族への贈り物に。親子で心を込めて作るフラワーアレンジメント」（親子体験型）

(株)ジャパンフラワーコーポレーション 石崎 弥佳

２６人

(１２組)

11 月 18 日（土）
「ラズベリーパイを用いたパイソンプログラミング教室」（親子体験型）

富山大学 野﨑 浩一

２９人

(１４組)

合 計 １２０人
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・ 親学び講座は、小・中学校合わせて１５校において、入学説明会やＰＴＡ行事を利用

し２０回開催し、延べ２，０１６人の参加があった。

・ あったか家族については、新たにケーブルテレビの視聴者やコミュニティバスの利用

者へ定期的に情報を発信することで、普段、家庭教育に関する情報に触れる機会の少な

い方も含めて、取組の普及・啓発を図ることができた。

【今後の取組の方向性】

・ 親学びスクールや子育て井戸端会議等の実施により、引き続き、発達段階に応じた子

どもへのかかわり方や知識の習得とともに、他の保護者との交流・ネットワークづくり

の機会を提供していく。

・ 井戸端会議については、就学時健診に限らずＰＴＡ行事や学校行事がある日を利用し

て、より多くの保護者が気軽に参加できるよう開催方法を工夫する。

・ 子育て中の保護者を支える家庭教育アドバイザー※については、家庭教育アドバイザ

ー連絡協議会と連携し、新規のアドバイザーの養成や現アドバイザーのスキルアップを

支援し、家庭教育力の向上に努める。

・ 引き続き、あったか家族応援ダンス動画のほか、応援標語ショートムービーやイメー

ジソング、ミュージックビデオを活用し、あったか家族の周知啓発を図っていく。

また、あったか家族応援プロジェクトチームの企業や団体等と連携協力しながら家族

との団らんを促進する企画を実施することで協力企業等の拡大につなげていく。

指標に対する進捗状況

※用語解説

用語

解説

親学び講座

身近に起こりうる事例を取り上げた「親を学び伝える学習プログラム」の 54事
例を活用し、親の役割と子どもとの関わり方について、グループワークを通じて学

ぶ富山県独自の講座

用語

解説

あったか家族

「家族いっしょに 食事 おしゃべり お手伝い」の愛言葉の下で、家族の基本

的な生活習慣とコミュニケーションにより実現する子どもが安心できる居場所づく

りの取組

用語

解説

家庭教育アドバイザー

家庭教育アドバイザー養成講座の受講者によって設立された市家庭教育アドバイ

ザー連絡協議会に加入し、家庭教育力向上や子育て支援のサポート役として活動し

ている。

指標名 指標の説明

家庭教育に関する講座・学習

会の参加者数

子育て井戸端会議、いみず親学びスクール、家庭教育アドバ

イザースキルアップ研修会の参加者数

基準年度

(平成３０年度)

目 標 実 績 増 減

令和６年度 令和５年度(a) 令和４年度(b) (a)－(b)

994 人 1,100 人 641 人 972 人 △331 人

指標名 指標の説明

親を学び伝える学習プログラ

ムの参加率

各小・中学校の合計参加率

（延べ参加者数／小・中学校の全児童生徒数）

基準年度

(平成３０年度)

目 標 実 績 増 減

令和６年度 令和５年度(a) 令和４年度(b) (a)－(b)

65.4％ 70.0％ 29.3％ 16.4％ 12.9％
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② 食育教育の推進

【主な取組状況】

・ 家庭教育リーフレット「あったか家族３つのポイント」を、子育て井戸端会議や親

学びスクールにおいて参加者へ配布するとともに、関係部署の窓口に配置した。

・ アルビス（株）との包括的連携協定事業として、射水市ＬＩＮＥ公式アカウントを

友だち登録した市内在住の方を対象に、毎月２５日の「あったか家族の日」に合わせ、

アルビス７店舗において使用できる割引クーポンを配信した。

【主な成果・課題】

・ 家庭教育リーフレットの配布及び配置により、食生活や家族の絆を考えるきっかけ

を提供した。

・ ＬＩＮＥを活用した「あったか家族応援！」割引クーポンの配信によって、多くの

市民に食を通じた「あったか家族」の啓発を行った。令和６年３月の配信対象者数は

１１，０５９人であり、令和５年度中に２，２３１人増加した。

【今後の取組の方向性】

・ 食育については、学校での教育に限らず、家庭での取組が大変重要なことから、広

報やホームページなど、様々な媒体を使って広報・普及に努める。
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基本的施策の評価

基本的施策に係る主な取組実績

① 地域ネットワークの活用

【主な取組状況】

・ 労働等により昼間に保護者が不在となる家庭の小学生に対し、家庭に代わる生活の

場として小学校の余裕教室等を活用し「放課後児童クラブ※」を開設している。令和

５年度は、歌の森小学校区に民設民営の「うたのこ」が開設され２３学級となった。

・ 地域振興会やＮＰＯ法人等が実施主体となり、地域の子ども達が交流できる居場所

づくりとしてコミュニティセンターや公民館等の施設を活用し「とやまっ子さんさん

広場※」を開設している。令和５年度は、新たに大門地区で「むげん・さんさん広場」

１か所が開設され９か所での実施となった。

放課後児童クラブ実施状況

とやまっ子さんさん広場実施状況

・ 地域の多様な方々の参画を得て、「放課後子ども教室推進事業※（全１５小学校区）」

と「土曜学習推進事業※（５小学校区）」併せて全４４サークルを実施している。

（主な活動内容）

○伝統芸能サークル（曳山囃子、民舞、琴）

○文化活動サークル（茶道、お花、音楽）

○スポーツサークル（バドミントン、スナッグゴルフ、フラダンス）

○学習活動サークル（漢字、算数、英語等）

放課後子ども教室開催状況

土曜学習推進事業開催状況

基本的施策 （11） 地域における教育の充実

評価 順調に進んでいる

概要

① 地域ネットワークの活用

・ 放課後児童クラブ２３学級の開設

・ とやまっ子さんさん広場９か所の開設

・ 放課後子ども教室推進事業１５教室、土曜学習推進事業５教室の実施

② 青少年の健全育成の推進

・ 青少年育成射水市民会議を組織し、広報啓発活動を実施

・ 少年育成センターにおける街頭巡回活動の実施

学級数 登録児童数 支援員数 補助員数 年間開級日数

２３学級 ８９２人 ８５人 ５４人 ２８７日

実施か所数 登録児童数 世話人数 年間実施日数

９か所 ４７８人 ６３人 ２８８日

教室数 サークル数
参加者延人数

年間開催回数
子ども 推進員

１５教室 ３８サークル ７，０９２人 １，７１９人 ４８７回

教室数 サークル数
参加者延人数

年間開催回数
子ども 推進員

５教室 ６サークル ７０１人 ２１８人 ６７回
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【主な成果・課題】

・ 放課後児童支援員※は昨年度から１名増、補助員と合わせると８名の増となってお

り、採用募集の際には広報誌への掲載に協力するなど、運営に必要な人材の確保を支

援することで、年間を通した放課後児童クラブの開級の継続につなげた。

・ 放課後児童クラブ及びとやまっ子さんさん広場においては、新規開設の運営団体と

も連携しながら、家庭に代わる生活の場や地域の子どもたちが放課後に交流できる居

場所づくりの充実を図った。

・ 放課後子ども教室、土曜学習は、参加者延人数、年間開催回数ともに昨年度から増

加しており、地域の方々や異学年との交流を図りながら勉強やスポーツ、文化活動等

を行うことで、学校や家庭ではできないような貴重な体験ができるとともに、安全で

心身ともに健やかな成長に向けた環境づくりとなった。

また、富山大学ダンスサークルの学生や市芸術文化協会の協力を得ながら、既存の

サークルにゲストティチャーを招くなど、活動内容の充実と指導者の確保に努めた。

【今後の取組の方向性】

・ 放課後児童クラブの登録児童数増加に対応できるよう継続して児童の居場所確保に

努める。

・ より多くの子どもが有意義な放課後や土曜日を過ごせるように、サークル活動の内

容を見直しながら、放課後の活動の充実に努める。

・ 放課後児童クラブや放課後子ども教室、土曜学習に通う児童同士が同一の活動プロ

グラムに参加できる体制や運営に係る課題について、放課後対策事業運営委員会にお

いて協議し情報共有を図る。

・ 地域と学校の連携を深めるために、地域学校協働活動の研修会を継続して実施し、

事業の共通認識及び周知を行う。

・ コミュニティ・スクールの設置に対応するため、地域学校協働本部（ネットワー

ク）の体制の充実を図る。

※用語解説

用語
解説

放課後児童クラブ

労働等で昼間に保護者が不在となる家庭の小学生に対し、家庭に代わる生活の場

として小学校の余裕教室を活用し開設することで、放課後及び夏休み等の学校休業

日の安全安心な居場所を確保し、県認定資格研修を修了した支援員により適切な遊

びや指導を行うとともに、保護者の子育てと仕事の両立支援を行う。

用語
解説

放課後児童支援員

県が開催する放課後児童支援員認定資格研修を修了した者。放課後児童クラブに

おいて、原則２名以上配置している。研修は、保育士資格取得者、社会福祉士資格

取得者、高等学校卒業者で２年以上児童福祉事業に従事した者、幼稚園、小学校、

中学校又は高等学校等の教員免許取得者等が受講することができる。

用語
解説

とやまっ子さんさん広場

地域振興会やＮＰＯ法人等が実施主体となり、地域の子ども達が放課後に交流で

きる居場所づくりとしてコミュニティセンターや公民館等の施設を活用し開設して

いる。世話人の資格は不要で、地域の身近な住民やボランティアなどが子ども達の

見守りやお世話をしている。

用語
解説

放課後子ども教室、土曜学習推進事業

放課後に小学校の余裕教室等を活用し、地域の方々の参画を得て、学習やスポー

ツ、文化活動を行っている。また、子ども達の豊かで有意義な土曜日を実現するた

め、地域などの協力を得て様々な体験活動を行っている。
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② 青少年の健全育成の推進

【主な取組状況】

・ 青少年育成射水市民会議を組織し青少年育成団体との連携を図っているほか、広報

誌の発行、あいさつ運動等、啓発活動を重点的に実施した。

・ 少年育成センターでは、指導員と少年補導委員で街頭巡回活動を実施した。

【主な成果・課題】

・ 青少年育成射水市民会議において、研修会を開催し、青少年育成団体の意識向上、

育成支援に努めた。

・ 指導員と少年補導委員による年間を通じた街頭巡回活動により、安全安心な地域づ

くりに貢献している。

・ ボーイ・ガールスカウトにおいて、団によっては会員不足のため活動を中止してい

るところもあり、幅広い活動が行えるよう、新規団員の獲得が求められる。

【今後の取組の方向性】

・ 青少年育成団体がより効果的に活動できるよう更なる連携強化を図っていくととも

にそれらの団体の育成を支援する。

・ ボーイ・ガールスカウトにおいては、幅広い活動が行えるようにするためにも、新

規の団員の増加に向けて、周知活動の支援をする。

指標に対する進捗状況

指標名 指標の説明

放課後児童クラブの開設クラブ数 放課後児童クラブを開設運営するクラブ数

基準年度

(平成３０年度)

目標 実績 増減

令和６年度 令和５年度(a) 令和４年度(b) (a)－(b)

２１か所 ２４か所 ２３か所 ２２か所 １か所

指標名 指標の説明

放課後子ども教室等参加率 放課後子ども教室及び土曜学習推進事業に参加する児童の率

基準年度

(平成３０年度)

目 標 実 績 増 減

令和６年度 令和５年度(a) 令和４年度(b) (a)－(b)

18.1％ 20.0％ 16.1％ 14.0％ 2.1％
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基本的施策の評価

基本的施策に係る主な取組実績

① 地域の学習活動の促進

【主な取組状況】

・ 「身近な地域のニーズ」や「地域の人・ものといった資源」を的確に把握し、有効

に活用した学習活動を展開できる市内全２７地区の地域振興会に対し、「生涯学習活

動事業」を委託し、それぞれの地域特性を生かした学習機会の提供に努めた。

・ 各地域で実施されている学級・講座等の生涯学習事業への、参加記録に応じて学び

特典が受け取れる、「学び通帳」事業を継続した。

・ 多くの方々に地域の学習活動を知ってもらい、活動に参加してもらう取組が重要で

あることから、報道機関への取材依頼を積極的に促した。

【主な成果・課題】

・ 地区コミュニティセンター※を核に、「生涯学習」、「青少年」、「高齢者」、「女性」

など様々な分野の学級・講座を開設し、地域の特色を生かした生涯学習活動を促進し

た。

・ 「学び通帳」事業は、地域の実情に応じた記録方法や特典を工夫することで、事業

を定着させている。

・ 身近に学びの環境があることを生かし、３０代・４０代の年齢層も含めた幅広い年

代の利用について検討する必要がある。

【今後の取組の方向性】

・ 各地域のニーズを把握し、さらに魅力的な事業を企画できるよう、各地区生涯学習

推進委員等への情報提供や研修機会の充実に努める。

・ 地域における生涯学習活動について、市広報誌への掲載や報道機関への取材依頼等

の情報発信に努める。

・ 学校法人浦山学園との包括連携協定に基づき、富山福祉短期大学で実施されるリカ

レント教育や、社会人を対象とした公開講座について、募集や周知に協力するなど、

市内高等教育機関等の生涯学習に関わる事業提案に対し、積極的に情報交換・協力を

行う。

※用語解説

基本的施策 （12） 生涯学習推進体制の充実

評価 順調に進んでいる

概要

① 地域の学習活動の促進

・ ２７地域振興会への生涯学習活動事業の委託

・ 各地域での生涯学習事業への参加記録として「学び通帳」事業を継続

② 地域の学習を充実させる人材の育成

・ 生涯学習推進協議会現地視察研修として「つなぐ会」を開催

③ 地域間の交流の推進 ④ 学習体制の連携推進

・ 生涯学習フェスティバル及び作品展の開催

・ 県公民館連合会主催の研修会・発表会に積極的に参加し交流を推進

用語
解説

コミュニティセンター

公民館における生涯学習施設としての機能だけでなく、地域づくり活動、地域住

民の交流活動を行う場として市内全地区２７か所に設置されている施設
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② 地域の学習を充実させる人材の育成

【主な取組状況】

・ 生涯学習推進委員やコミュニティセンター職員を対象として、事例研修とととも

に、委員や職員同士が交流し情報共有できる場づくりとして、「つなぐ会」を開催し

た。

【主な成果・課題】

・ 「つなぐ会」では、デジタルを活用した取組と他機関と連携した取組について、２

つのコミュニティセンターから事例発表を行ってもらい、成功例から学んだことや地

域の課題などの情報交換を行うことで、推進委員や職員の資質向上及びネットワーク

づくりを図った。

【今後の取組の方向性】

・ 市内各地の魅力や問題点などの情報を共有することで、地域人材を確保しながら、

担当職員の資質向上や事業内容の充実につながるよう、研修の充実を図る。

③ 地域間の交流の推進

【主な取組状況】

・ 地域における生涯学習活動の発表の場として、市内生涯学習関係者や市民を対象と

した「射水市生涯学習フェスティバル及び作品展」を開催した。

・ 県内の公民館関係者が一堂に集う、富山県公民館連合会主催の研修会・発表会に積

極的に参加し交流を推進している。

・ 放課後子ども教室の活動支援員にアンケート調査を行い、講師として生涯学習事業

等に参加できる人材の登録制度を設けた。

【主な成果・課題】

・ 射水市生涯学習フェスティバルは約１２０人、作品展は約２９０人が参加した。

参加者からは「子ども達の舞台発表が華やかで素敵だった」や「出展作品が多種多様

で見ごたえがあり勉強になった」との意見が寄せられるなど、展示作品や発表を通じ

て地域間の交流が促進された。

・ 富山県公民館連合会主催の先進事例を学ぶ研修会では、本江コミュニティセンター

が「インスタグラムを利用した地域への情報発信」について活動発表を行ったほか、

他市町村の活動事例を地域の生涯学習事業の参考にするなど、連携を図った。

【今後の取組の方向性】

・ 地域間の交流が生まれる発表の場を継続させるため、「生涯学習フェスティバル及

び作品展」が今まで以上に魅力ある場となるよう内容の充実に努める。

・ 引き続き、富山県公民館連合会主催の研修会・発表会に積極的に参加し、交流を推

進する。

・ 地域の生涯学習活動の受講者に対し、放課後子ども教室等の活動推進員の登録制度

を紹介し、希望する教室とのマッチングを図る。

④ 学習体制の連携推進

【主な取組状況】

・ 各地域において、様々な団体の協力を得ながら、地域の状況に応じた学級・講座の

開設をしている。
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【主な成果・課題】

・ 地域における学級・講座の開催回数は、一部の地域でコミュニティセンターの大規

模改修工事等の影響を受け減少したが、市全体では、開催回数、参加人数ともに昨年

度から増加した。

・ 生涯学習フェスティバルでは、舞台発表だけでなく、振付師・ダンスインストラク

ターの★ＭＡＲＩＥ★氏による、ダンスの魅力やダンスを通じた人との交流について

の講演を企画し、幅広い世代の集客を図った。

【今後の取組の方向性】

・ つなぐ会やフェスティバル等、生涯学習推進協議会の活動において情報交換を行うなど、

他団体との更なる連携強化に努める。

指標に対する進捗状況

指標名 指標の説明

生涯学習講座の年間延べ開催回数

（コミュニティセンター27 館）

コミュニティセンター27 館で実施した生涯学習事

業の合計延べ開催回数

基準年度

(平成３０年度)

目 標 実 績 増 減

令和６年度 令和５年度(a) 令和４年度(b) (a)－(b)

944 回 1,000 回 986 回 949 回 37 回

指標名 指標の説明

生涯学習講座の年間延べ受講者数

（コミュニティセンター27 館）

コミュニティセンター27 館で実施した生涯学習事

業の合計延べ受講者数

基準年度

(平成３０年度)

目 標 実 績 増 減

令和６年度 令和５年度(a) 令和４年度(b) (a)－(b)

39,974 人 43,000 人 33,061 人 24,291 人 8,770 人
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基本的施策の評価

基本的施策に係る主な取組実績

① コミュニティセンターの利用促進

【主な取組状況】

・ 生涯学習活動事業を全２７地域振興会へ委託し、コミュニティセンターにおいて地

域の要望・特色に応じた講座・学級を開設した。（再掲）

・ 生涯学習推進委員やコミュニティセンター職員を対象として、事例研修とととも

に、委員や職員同士が交流し情報共有できる場づくりとして、「つなぐ会」を開催し

た。（再掲）

【主な成果・課題】

・ 地域の学びの拠点であるコミュニティセンターは、延べ３２７，３５２人（令和４

年度は２９６，２２０人）の市民が利用した。

・ 「つなぐ会」では、デジタルを活用した取組と他機関と連携した取組について、２

つのコミュニティセンターから事例発表を行ってもらい、成功例から学んだことや地

域の課題などの情報交換が行われ、今後の講座内容の充実に繋げた。

【今後の取組の方向性】

・ 引き続き、地域振興会に生涯学習活動事業を委託するとともに、事例研修や情報共

有できる場づくりに取り組み、学びの拠点であるコミュニティセンターの利用促進を

支援していく。

② 図書館機能の充実

【主な取組状況】

・ 市内図書館４館が連携を図り、子ども会・読書会、季節や話題に応じた企画展示を

開催し、図書館活動の推進に努めた。

・ 雑誌スポンサー制度を周知し、企業等との連携を推進するとともに、図書館資料の

充実を図った。

・ 富山県立図書館を始め県内外公立図書館と相互貸借を実施、及び富山県立図書館が

実施する遠隔地返却制度も活用するなど、利用者の利便性を確保した。

【主な成果・課題】

・ 新型コロナウイルス感染症の影響で令和２年度に大きく減少した図書の貸出は、令

和３年度、令和４年度貸出者は徐々に回復する傾向にあったが、令和５年度は、貸出

者総数１００，７２２人(前年度１０４,２７４人)、貸出冊数合計４２５，４９２冊

(前年度４４４，６５７冊)、市民 1人当たりの貸出冊数４．７冊（前年度４.９冊）

となり、前年度よりやや減少した。

基本的施策 （13） 生涯学習関連施設の充実

評価 概ね順調に進んでいる

概要

① コミュニティセンターの利用促進

・ 地域の要望や特色ある講座・学級の開催

② 図書館機能の充実

・ 子ども会・読書会、季節や話題に応じた企画展示の開催

・ 雑誌スポンサー制度による企業等の連携を推進

・ 県立図書館、県内外の公立図書館との相互貸借等の実施
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・ 図書館ホームページや、「図書館だより」などで広報しながら、コロナ禍で中止して

いた「秋の子どもフェスタ（人形劇がやってくる!!）」を再開し、引き続き季節ごとの

イベントや企画図書の展示・貸出、大活字本の周知を行い、図書館利用者の増加を図

った。

・ 図書館の年代別貸出冊数等から、子どもの読書は、学年が上がるにつれ読書離れが

進んでいる傾向がみられることから、幼い時から本に親しんでもらう習慣を身に付け

るための取組の一つとして、推奨絵本の紹介「季刊よむぞうくん通信」を発刊した。

・ 厳しい財政状況の中、充実した選書・購入により、魅力ある蔵書構成に努めた。

・ 令和元年度から減少傾向がみられる利用者数を向上させる方策を多方面から取り

組む必要がある。

【今後の取組の方向性】

・ ４館の特色とバランスに配慮しながら、市として保存すべき資料及び市民ニーズに

応じた資料の受け入れに努める。

・ 雑誌スポンサー制度の拡充（市内図書館４館を対象とする。）を図り、更なる企業

等との連携を推進し、図書館資料の充実に努める。

・ 子どもの読書生活充実のために、優良図書リスト等の情報発信や子ども会等の児童

サービスを展開しながら、学校図書館等関係機関と連携を図っていく。

・ 読み聞かせ講座などの開催やボランティア登録者数の増加に努め、読書機会の充実

を図る。

指標に対する進捗状況

指標名 指標の説明

市民１人当たりの図書貸出冊数 １年間に市民１人当たりが借りた図書冊数（４館）

基準年度

(平成３０年度)

目 標 実 績 増 減

令和６年度 令和５年度(a) 令和４年度(ｂ) (a)－(b)

5.3 冊 6.3 冊 4.7 冊 4.9 冊 △0.2 冊
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基本的施策の評価

基本的施策に係る主な取組実績

① 文化財の保存

【主な取組状況】

・ 国・県・市指定史跡の維持管理、市内文化財の所有者・管理者・保護団体への支援

に加え、曳山車の保存修理事業を実施し、文化財の適切な保存継承を図った。

・ 国指定重要無形民俗文化財「放生津八幡宮祭の曳山・築山行事」保存活用計画作成

を支援するとともに、修理計画作成のための予備調査を実施した。

・ 文化財保護団体と協力して、「放生津八幡宮祭の曳山・築山行事」のユネスコ無形

文化遺産拡張提案に必要な各種資料を作成・提出した。

・ 恒久的な保存のため、国指定重要文化財「石黒信由関係資料」の保存修理に取り組

んだ。

・ 柴屋文書、田中家文書の古文書の整理のほか、地域の歴史、民俗、文化等に関わる

調査を行った。

・ 能登半島地震による被災文化財の状況を調査し、復旧への支援を行った。

【主な成果・課題】

・ 「放生津八幡宮祭の曳山・築山行事」曳山幔幕新調に際し、文化庁及び専門家の指

導・監修のもとで事業を進めたことにより、文化財としての価値の維持とともに、文

化財保護団体が適正な文化財修理の考え方を学び、保護意識を高める機会となった。

基本的施策 （14） 文化財の保存と活用

評価 順調に進んでいる

概要

① 文化財の保存

・ 指定文化財の維持管理及び曳山車の保存修理事業の実施

・ 国指定重要無形民俗文化財「放生津八幡宮祭の曳山・築山行事」保存活

用計画及び修理計画の作成

・ 国指定重要無形民俗文化財「放生津八幡宮祭の曳山・築山行事」のユネ

スコ無形文化遺産拡張提案

・ 国指定重要文化財「石黒信由関係資料」の保存修理の実施

・ 古文書整理や地域の歴史、民俗、文化等に関わる現地調査の実施

・ 能登半島地震による文化財の被害状況調査と復旧支援

② 文化財の活用

・ 埋蔵文化財センターでの出土品や調査結果の公開及び体験教室等の開催

・ 県内外の博物館等での市内出土品の展示公開

・ 富山県山(車)・鉾・屋台・行燈祭交流会議の開催支援

・ 新湊博物館の開館２５周年記念特別展「海が支えた放生津幕府―明応の

政変と足利義材」をはじめ、地域ゆかりの歴史資料及び美術資料等を活

用した企画展の開催

③ 文化財の普及

・ 市指定有形民俗文化財「海老江加茂社祭礼曳山車」と海老江曳山行事全

体を紹介するリーフレットの刊行、行事を紹介する解説板の新設

・ とやま呉西圏域連携事業「歴史文化の学び交流事業」の開催

・ 「海ノ民話のまちプロジェクト」昔話「海老江の鯨神輿」アニメーション

制作への協力と学芸員による出前授業の実施
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・ 「放生津八幡宮祭の曳山・築山行事」を含む４件の国指定重要無形民俗文化財が、

ユネスコ無形文化遺産「山・鉾・屋台行事」へ拡張提案されたことにより、行事関係

者や市民の文化財保護意識の高揚が図られた。

・ 「放生津八幡宮祭の曳山・築山行事」の保存活用計画作成の会合が１５回開催され、

参加した関連団体を含め、地域全体で保存活用を図る意識の共有につながった。

・ 国指定重要文化財「石黒信由関係資料」の保存修理事業に対して助成を行い、文書

記録類２９点、地図類１６点、合計４５点の保存修理が完了した。

・ 新湊博物館に対し、新たに寄附された資料は１８件、寄託された資料は２件であっ

た。

・ 能登半島地震による被災文化財建造物調査に際し、独立行政法人文化財防災センタ

ーが実施する「文化財ドクター派遣事業」の支援を受け、建物基礎や壁面の亀裂・崩

落等、１００件を超える被災文化財建造物の被害の概況を早急に把握することができ

た。また、市内の寺院が所有する県指定文化財２点（絵画）を避難のため新湊博物館

で受け入れるとともに、市指定文化財１件（史跡）の復旧を支援した。

【今後の取組の方向性】

・ 文化財を適切に次代へ継承するため、長期的な視点で各種文化財の価値の把握のた

めの調査・研究や文化財の修理等、保存継承に必要な事業に取り組んでいく。

② 文化財の活用

【主な取組状況】

・ 市所蔵文化財写真データの提供や市内遺跡出土品の貸し出し等、市内文化財の積極

的な活用に努めた。

・ 射水市で行われた富山県山(車)・鉾・屋台・行燈祭交流会議の開催を支援した。

・ 埋蔵文化財の保存活用と調査研究の更なる充実に資するため、埋蔵文化財センター

において、市内遺跡出土品や発掘調査成果を展示公開した。また、勾玉づくりをはじ

めとする体験教室やイベントを開催した。

・ 新湊博物館において、インターネットやＳＮＳを通じて広く情報発信に努めたとこ

ろ、全国からの来場者があった。

[展覧会]

展覧会名 期 間 入館者数

花いろいろ
2月 17 日～4月 16 日 (50 日間)

※入館者数は 4月 1日から (14 日間)
203 人

美しい国とやま！

―絵と写真に見る故郷の風景―
4 月 21 日（金）～7月 2日（日）63 日間 1,097 人

ＳＤＧｓ地球を守ろう！

～歴史に学び未来につなぐ～
7 月 7 日（金）～9月 18 日（月･祝）65 日間 1,378 人

開館 25 周年記念特別展

海が支えた放生津幕府

―明応の政変と足利義材―

9 月 22 日（金）～11 月 26 日（日）54 日間 1,729 人

生誕 130 年 石黒宗麿
12 月 1 日（金）

～令和 6年 2月 12 日（月･振休）57 日間 614 人

郷倉千靱・和子 創作のいずみ

2 月 16 日（金）～4月 21 日（日）55 日間

※入館者数は 3月 31 日まで (38 日間)
565 人
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【主な成果・課題】

・ 埋蔵文化財の保存活用・公開展示の拠点である埋蔵文化財センターにおいて、「沖塚

原東Ｂ遺跡 網代団扇と庚申薔薇展」を開催した（会期５月７～２４日）。また、勾玉・

鏡・懸仏・人面厄除札づくりの各種体験教室（計１７回、延参加者１１５人）や市内小

学生対象のまいぶんチャレンジデー（参加者５１人）・こども学芸員講座（参加者１１

人）等を開催し、幅広い世代が埋蔵文化財に親しむ機会を設けた。

・ 九州国立博物館文化交流展「海の道、アジアの道」（赤田Ⅰ遺跡出土墨書土器）、富山

県埋蔵文化財センター企画展「富山県市町村連携速報展」（沖塚原東Ｂ遺跡出土網代団

扇）への遺跡出土品貸し出し、企業・団体・個人刊行物への文化財写真データ提供等、

県内外で公開・活用に供した。

・ 富山県内の山・鉾・屋台行事保存会等で構成する富山県山(車)・鉾・屋台・行燈祭交

流会議が射水市で開催され、曳山や囃子・木遣唄の披露等、行事の活用と行事関係団体

間での交流・連携が促進された。

・ 新湊博物館で、企画展や年中行事に合わせた工作ワークショップを新たに開催したと

ころ、市内外から参加があった。

【今後の取組の方向性】

・ 市民の文化財に対する理解と保護意識を醸成するため、保存継承とのバランスを図り

ながら、個性豊かな文化資源や伝統文化の一層の活用を推進する。

・ 市民ニーズを捉え、工夫を凝らした展示や体験イベントを今後も企画する。

・ 道の駅周辺エリアの整備に合わせて博物館の魅力向上を目指す。

③ 文化財の普及

【主な取組状況】

・ 市指定有形民俗文化財「海老江加茂社祭礼曳山車」と海老江曳山行事全体を紹介する

リーフレット刊行や解説板新設により、市内外へ行事のＰＲを図った。

・ 『射水市内遺跡発掘調査報告１６』の刊行や、「水上谷遺跡」の解説板を更新した。

・ 新湊博物館ではミュージアムグッズとして石黒宗麿の陶芸作品をモチーフにしたメモ

帳を製作・頒布した。

・ 新湊博物館ホームページに収蔵資料の紹介動画を公開したほか、Instagramや facebo
okなどのＳＮＳにおいて広く情報発信を行った。

・ とやま呉西圏域連携事業「歴史文化の学び交流事業」において、南砺市と高岡市へ学芸

員を派遣、射水市には高岡市学芸員を受け入れ、呉西圏域自治体の歴史文化をテーマと

した３件の講座を開催した。

・ 日本財団主催「海ノ民話のまちプロジェクト」による昔話のアニメーション番組制作に

協力し、関連事業として東明小学校で「海老江の鯨神輿」をテーマにした学芸員による

出前授業を行った。

【主な成果・課題】

・ 曳山行事リーフレットは、行事を実施する文化財保護団体、市内外の観光関連施設、

市内小・中・高等学校及びコミュニティセンター等への配布のほか、射水市ホームペ

ージにも掲載し、文化財の普及啓発と保存継承意識の高揚を図った。

・ 新湊博物館では、企画展に伴う講演会、展示解説を実施したほか、４１人（１団体）

の児童が江戸時代の測量体験学習を行った。
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・ 「歴史文化の学び交流事業」を通した呉西圏域自治体の連携により、射水市と他自治体

との歴史文化の相互理解が促進され、文化財保護意識の一層の向上を図ることができた。

・ 身近な地域の昔話である「海ノ民話のまちプロジェクト」アニメーションの制作と、東

明小学校での上映会や出前授業、関連商品の開発を通して、地域住民や次世代を担う子

ども達の郷土への愛着と歴史文化に対する興味関心の喚起を図った。

【今後の取組の方向性】

・ 文化財の情報を市内外へ広く発信し、市民の文化財に対する理解と保護意識を醸成

するため、刊行物の発刊や現地への解説板設置、文化財情報等のデジタル化を推進す

る。

・ 展覧会に関連した講演会や機会を捉えた体験学習等の開催により、文化財に対する

理解を深める。

文化財の指定状況 [単位 件]

指標に対する進捗状況

区別 種別 国指定 県指定 市指定 国登録 合計

有形文化財

建造物 7 7

美
術
工
芸
品

絵画 2 4 6

彫刻 5 27 32

工芸品 3 7 10

書籍・典籍・古文書 18 18

歴史資料 1 1 1 3

民俗文化財
有形民俗文化財 11 11

無形民俗文化財 2 3 5 10

記念物

史跡 2 4 20 26

名勝 3 3

天然記念物 5 5 10

登録有形文化財 建造物 14 14

合 計 5 23 108 14 150

指標名 指標の説明

指定文化財及び登録有形文化

財の件数

国・県・市のいずれかの指定に該当した文化財数と国

の登録文化財として原簿登録した文化財数の合計

基準年度

(平成３０年度)

目 標 実 績 増 減

令和６年度 令和５年度(a) 令和４年度(ｂ) (a)－(b)

145 件 146 件 150 件 146 件 4 件

指標名 指標の説明

新湊博物館入館者数 新湊博物館の年間入館者数

基準年度
(平成３０年度)

目 標 実 績 増 減

令和６年度 令和５年度(a) 令和４年度(ｂ) (a)－(b)

7,237 人 8,500 人 5,586 人 6,581 人 △995 人
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基本的施策の評価

基本的施策に係る主な取組実績

① スポーツ参加の機会づくり

【主な取組状況】

・ 市内５つの総合型地域スポーツクラブ※が、市内主要体育館を主な活動拠点として

市民にスポーツ・レクリエーション機会の提供に努めた。

（クラブ登録会員数４，４０２人、２４０教室）令和６年３月末現在

・ 第１８回射水市民体育大会の開催

・ スポーツ推進委員協議会が、市民を対象にした体力測定会をこれまでの内容から充

実させ、「射水市おとなのスポーツテストデー」として開催した。アランマーレの選

手と一緒にスポーツテストを実施したほか、ニュースポーツ体験や血管年齢測定など

ができるブースを設置した。

・ 地域おこし協力隊（スポーツ推進コーディネーター）を配置し、地域の方々や各種

スポーツ団体等と連携しながら、スポーツ推進に関する活動を行った。

・ アルビス小杉総合体育センターにおいて、日本ハンドボールリーグ公式戦（ホーム

戦）が４試合開催された。また、地域おこし協力隊の企画によるパブリックビューイ

ングを実施し、市民とともに応援を行った。

基本的施策 （15） スポーツ・レクリエーション活動の推進

評価 順調に進んでいる

概要

① スポーツ参加の機会づくり

・ 総合型地域スポーツクラブによる主要体育館を主な拠点とした教室の実施

・ 市民体育大会、スポーツ推進委員協議会による市民対象の体力測定会開催

・ 日本ハンドボールリーグ公式戦の開催

・ 日本ハンドボールリーグパブリックビューイングの実施

② トップアスリートの育成強化

・ スポーツひのまるキッズ北信越小学生柔道大会の開催支援

・ 全国大会等に出場する選手等への激励金の交付

③ スポーツを支える人材育成

・ 市スポーツ少年団育成事業としてスポーツセミナーを開催

・ 市、市教委、体育協会並びにスポーツ少年団による表彰の実施

行 事 名 参加人数 備 考

第１８回射水市民体育大会 5,523 人

夏季・冬季 25 競技

※参加者不足及び能登半島地震

のため、2競技（相撲、スキー）

が中止

スポーツ推進委員体力測定会 約 120 人
射水市おとなのスポーツテスト

デーとして実施

富山マラソン２０２３
13,408 人

（ﾌﾙﾏﾗｿﾝ）

フルマラソン 13,408 人

ジョギングの部 1,222 人

射水市元旦マラソン２０２４ 512 人
新湊会場 選手 266 人

大門会場 選手 246 人
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【主な成果・課題】

・ 総合型地域スポーツクラブによる教室やイベントの開催等により、高度化・多様化

するスポーツニーズへの対応に努めた。

・ 毎年、市民体育大会を開催し、市民の体力の向上並びにスポーツに対する意識の向

上を図った。

・ 富山マラソン２０２３が多くのボランティアの協力のもと開催された。沿道では新

湊曳山の展示や獅子舞などで大会を盛り上げたほか、新湊大橋を折り返し地点とする

ジョギングの部には、１，２００名を超えるランナーが参加され、橋上から望む美し

い富山湾と雄大な立山連峰の眺望を背景にベイエリアの魅力を市内外にＰＲすること

ができた。

・ 市内各地域を巡る「ふる里再発見ウォーキング」を開催し、太閤山コミュニティセ

ンターを起点に、薬勝寺池周辺を訪ね歩き、ふるさと射水のよさを再認識してもらう

とともに、健康づくりに繋げることができた。

・ 市内実業団チーム「アランマーレ」のパブリックビューイングを実施することで、

市民の中に「アランマーレ」を応援しようという機運が高まった。

【今後の取組の方向性】

・ 総合型地域スポーツクラブを始め、住民、スポーツ関係団体、企業、大学、行政等

が連携した特色あるスポーツ環境づくりを推進する。

※用語解説

② トップアスリートの育成強化

【主な取組状況】

・ 有名指導者・選手による高い技術や人柄に触れる機会である「第１４回スポーツひ

のまるキッズ北信越小学生柔道大会」の開催を支援した。

・ 国際大会や全国大会に出場する選手・監督への激励金並びに成績優秀者への褒賞金

を交付した。

【主な成果・課題】

・ 「スポーツひのまるキッズ北信越小学生柔道大会」は、親子の絆を深めながら、児

童の交流や競技技術の向上が図られた。

行 事 名 参加人数 備 考

第１４回スポーツひのまるキッズ北信越

小学生柔道大会
538 人

うち県外 390 人

（26 都道府県）

射水市スポーツ大会出場激励金交付件数
団体 5団体

個人 326 人

褒賞金交付件数 個人 1人

用語
解説

総合型地域スポーツクラブ

人々が身近な地域でスポーツに親しむことのできる新しいタイプのスポーツ

クラブで、(1)子どもから高齢者まで（多世代）、(2)様々なスポーツを愛好する
人々が（多種目）、(3)初心者からトップレベルまで、それぞれの志向・レベル
に合わせて参加できる（多志向）、という特徴をもち、地域住民により自主

的・主体的に運営されるスポーツクラブ
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・ アルビス小杉総合体育センターにおいて日本ハンドボールリーグ公式戦が開催され

たほか、クロスベイ新湊において、パブリックビューイングを実施するなど、トップ

アスリートの試合観戦の機会が増え、スポーツへの関心を高めることができた。

【今後の取組の方向性】

・ トップアスリートとふれあえる大会の誘致・開催支援に取り組む。

③ スポーツを支える人材育成

【主な取組状況】

・ 市内５つの総合型地域スポーツクラブ（いみずＳＣネット）の研修会として、「総

合型地域スポーツクラブの未来像」をテーマとする講演会を実施し、各スポーツクラ

ブから理事や職員が参加した。

・ 市スポーツ少年団の育成事業としてスポーツセミナーを開催し、加盟する４５単位

団５７名の指導者がペップトークについて学んだ。

・ 市、市教育委員会、(公財)射水市体育協会並びに市スポーツ少年団による表彰を実

施した。

【主な成果・課題】

・ 「いみずＳＣネット研修会」において、クラブや地域の課題及び情報を共有すると

ともに、組織の連携を図ることができた。

【今後の取組の方向性】

・ 地域スポーツの推進役として、県、県スポーツ協会等と連携し、競技協会、スポー

ツ推進委員、スポーツ少年団等における質の高い指導者やボランティアの育成と支援

を図る。

指標に対する進捗状況

※調査は３年に１回実施のため、実績の記載なし（前回 令和元年度実績 49.5％）

行 事 名 表彰者数

市政功労者表彰 個人 1人

市教育委員会表彰 個人 2人

(公財)射水市体育協会表彰 個人 46人、団体 20団体

市スポーツ少年団表彰 個人 37人（指導者 2人、団員 35 人）

指標名 指標の説明

総合型地域スポーツクラブ加入率 クラブ入会者数／射水市人口（4,402 人/90,669 人）

基準年度

(平成３０年度)

目 標 実 績 増 減

令和５年度 令和５年度(a) 令和４年度(ｂ) (a)－(b)

4.8％ 5.0％ 4.9％ 4.6％ 0.3％

指標名 指標の説明

成人のスポーツ実施率 週１回以上スポーツを実施する成人の割合

基準年度

(令和元年度)

目 標 実 績 増 減

令和５年度 令和５年度(a) 令和４年度(ｂ) (a)－(b)

49.5％ 65.0％ ‐ 42.2％ －
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指標名 指標の説明

全国大会等の出場選手率

(国体、全国障害者大会、高校総体)
射水市選手数／富山県選手数（151/1,218）

基準年度

(平成３０年度)

目 標 実 績 増 減

令和５年度 令和５年度(a) 令和４年度(ｂ) (a)－(b)

9.6％ 9.0％ 12.4% 13.4％ △1.0％

指標名 指標の説明

スポーツ指導者数
(公財)日本スポーツ協会に登録している公認スポー

ツ指導者数

基準年度

(平成３０年度)

目 標 実 績 増 減

令和５年度 令和５年度(a) 令和４年度(ｂ) (a)－(b)

148 人 150 人 261 人 199 人 62 人
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基本的施策の評価

基本的施策に係る主な取組実績

① スポーツ施設の機能充実

【主な取組状況】

・ 新湊総合体育館トイレ改修工事（洋式化）

・ 下村パークゴルフ場敷地内木製橋修繕

・ 海竜スポーツランドプール補修工事

・ 海竜スポーツランド非常用発電機等修繕

・ オリバースポーツフィールド射水備品整備（猛暑対策等）

・ 市立小中学校体育施設開放事業スマートロック導入工事

【主な成果・課題】

・ 施設の機能強化と修繕等の実施により、安全安心な利用環境を提供することができ

た。

・ 小中学校体育館の開放を実施している学校（２０校）にスマートロックを令和５年

８月１日から導入し、鍵の受け渡しをせずに学校体育館の利用を可能とし、利用者の

利便性向上を図った。

・ オリバースポーツフィールド射水の利用者が目標としていた５５，０００人を上回

り、７６，６９６人となった。また、多様なスポーツを体験できるイベント「オリス

ポフェス２０２３」を開催し、賑わいの創出を図った。

能登半島地震により、人工芝フィールド２面及び駐車場の隆起や陥没のほか、防球

ネットの支柱傾き、さらには周辺道路等から液状化による土砂が人工芝フィールドへ

流入するなど大きな被害があったことから人工芝フィールド２面の利用を停止した。

【今後の取組の方向性】

・ 施設の安全な利活用のための整備推進に努める。

・ オリバースポーツフィールド射水については、詳細な被害状況の把握を行った上で、

復旧方法や復旧工事のスケジュールを検討し、一日も早い再開に向けて取り組む。

基本的施策 （16） スポーツ・レクリエーション施設の整備

評価 概ね順調に進んでいる

概要

① スポーツ施設の機能充実

・ 施設の機能強化及び修繕等の工事を実施

・ 市立小中学校の体育施設開放事業にスマートロックを導入
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教育委員会の会議は、教育長及び教育委員４名が教育に関する一般方針の決定、

教育に関する規則等の制定、その他重要な事項の決定等、様々な議題について審議

している。令和５年度の会議の開催内容は次のとおりである。

教育委員会の会議の開催状況について

４月定例会（４月２６日）

項 目 案 件

事 務 局 報 告 ・総務文教常任委員会（４月１３日）の開催状況について

報 告 事 項 ・令和５年度教育委員会所管事項及び主要事業について

・小・中学校児童生徒（見込）数について

・令和５年度学校三師の委嘱について

・令和４年度射水市文化財審議会 会議概要

・射水市文化財審議会委員の委嘱について

・「大門神社・枇杷首神社秋季祭礼の曳山行事」のリーフレット・解説板が

完成しました！

・地域おこし協力隊（スポーツ推進コーディネーター）について

・射水市フットボールセンター合宿等誘致促進事業補助金交付要綱の制定について

・令和５年度射水市教育センター事業計画について

５月定例会（５月２６日）

項 目 案 件

事 務 局 報 告 ・令和５年６月射水市議会定例会会期日程（案）について

・令和５年度６月一般会計補正予算（案）について

協 議 事 項 ・令和６年度使用射水市立小学校教科用図書の採択について（諮問）

報 告 事 項 ・第２期射水市教育振興基本計画の策定について

・放生津小学校と新湊小学校の新設統合について

・コミュニティ・スクールの導入について

６月定例会（６月２３日）

項 目 案 件

事 務 局 報 告 ・令和５年６月市議会定例会開催状況について

協 議 事 項 ・射水市立放生津小学校と射水市立新湊小学校の新設統合について

・教育に関する事務の点検・評価報告書（案）について（令和４年度分）

議 案 ・射水市立放生津小学校・新湊小学校統合準備会設置要綱の制定について

・指定管理者の名称等の変更について

報 告 事 項 ・令和６年度射水市重点事業について

・射水市教育振興基本計画策定懇話会委員の委嘱について

・第５回学校部活動在り方検討会 会議概要

・令和５年度射水市教育行政要覧について

・スポーツ選手の育成に関する講演会

・「海ノ民話のまちプロジェクト２０２３」への協力について

・令和５年度教育研修会（オンライン研修）実施要項

・令和５年度射水市マイスター教員事業について

・令和５年度「学び高め合う集団づくり支援事業」について

・小学校におけるプログラミング教育推進事業について
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７月定例会（８月４日）

項 目 案 件

議 案 ・令和６年度使用教科用図書の採択について

・学校給食調理等の業務委託に関する業者選考委員会設置要綱の一部改正

について

協 議 事 項 ・教育に関する事務の点検・評価報告書（案）について（令和４年度分）

報 告 事 項 ・令和５年度第１回図書館協議会について

・令和５年度第１回射水市文化財審議会 会議概要

・ムズムズトレーニング教室について

８月定例会（８月２４日）

項 目 案 件

事 務 局 報 告 ・令和５年９月射水市議会定例会会期日程（案）について

・令和５年９月一般会計補正予算（案）について

報 告 事 項 ・休日の学校部活動の地域移行のモデル事業について

・射水市社会教育委員会議の概要について

・射水市スポーツ推進審議会の概要について

・第２次射水市スポーツ推進計画の策定について

・市内主要体育館 対話（サウンディング）型市場調査の実施について

・「オリスポフェス２０２３」を開催します

９月定例会（１０月２日）

項 目 案 件

事 務 局 報 告 ・令和５年９月市議会定例会開催状況について

報 告 事 項 ・令和５年度市教育センター主管の教職員研修について

１０月定例会（１０月２３日）

項 目 案 件

報 告 事 項 ・「令和５年度全国学力・学習状況調査」における射水市の結果について

１１月定例会（１１月２１日）

項 目 案 件

事 務 局 報 告 ・令和５年度射水市議会１１月臨時会会期日程（案）について

・令和５年度射水市議会１２月定例会会期日程（案）について

・令和５年１２月一般会計補正予算（案）について

協 議 事 項 ・第２期射水市教育振興基本計画（素案）について

報 告 事 項 ・学校給食の状況について

・新湊博物館用地の一部普通財産への変更について

・第２次射水市スポーツ推進計画（素案）について

・射水市スポーツ推進審議会の概要について

・射水市元旦マラソン２０２４の実施について
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１２月定例会（１２月２６日）

項 目 案 件

事 務 局 報 告 ・令和５年１２月市議会定例会開催状況について

報 告 事 項 ・令和５年度射水市子ども議会体験プログラムの実施について

・第６回学校部活動在り方検討会 会議概要

・放生津八幡宮祭の曳山・築山行事のユネスコ無形文化遺産拡張提案候補

への選定について

・今後の射水市の取組について（学力向上委員会提言）

１月臨時会（１月２４日）

項 目 案 件

議 案 ・教育委員の席次について

１月定例会（１月２４日）

項 目 案 件

議 案
・射水市教育委員会通話録音装置の設置及び運用に関する要綱の制定につ

いて

報 告 事 項 ・射水市コミュニティ・スクール研修会実施要項

・令和５年度いみず夢づくり授業の実施概要について

・海の民話プロジェクト「海老江のくじら神輿」アニメの完成について

２月定例会（２月２０日）

項 目 案 件

事 務 局 報 告 ・令和６年３月射水市議会定例会会期日程（案）について

・令和６年３月一般会計補正予算（案）について

・射水市海竜スポーツランド条例の一部改正について

議 案 ・射水市学校運営協議会規則の制定について

協 議 事 項 ・学校給食費について

・第２期射水市教育振興基本計画（案）について

・第２次射水市スポーツ推進計画（案）について

報 告 事 項 ・令和６年度予算（案）概要

・射水市コミュニティ・スクールについて

・射水市一般奨学資金「いみずしあわせ奨学金」について

・令和５年度卒業（園）式及び令和６年度入学（園）式について

・令和５年度末教員異動方針について

・射水市子どもの読書生活充実プラン（第４次）案について

・市内主要体育館 対話（サウンディング）型市場調査の結果について

・第２回射水市文化財審議会 会議概要
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３月定例会（３月２６日）

項 目 案 件

事 務 局 報 告 ・令和６年３月市議会定例会開催状況について

・射水市教育委員会の管理職等人事異動について

・令和５年度末射水市立学校長・教頭の異動内申について

議 案 ・射水市体育施設条例施行規則の一部改正について

・射水市立学校体育施設の開放に関する条例施行規則の一部改正について

・射水市地域学校協働活動推進員設置要綱の制定について

報 告 事 項

・令和６年度小・中学校児童生徒見込数について

・令和６年度学校三師の委嘱について

・令和５年度教育センター事業報告について
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教育委員会事務の管理及び執行の状況（令和５年度分）についての点検・評価

にあたって、客観性を確保するため、点検評価の方法や結果等について学識経験

者の意見を聴いた。

１ 学識経験者

（五十音順）

２ 意見聴取日等

日程及び場所 令和６年７月１６日（火）射水市役所４階会議室

３ 主な意見等

学識経験者の意見について

氏 名 備 考

成 瀬 喜 則 富山大学学長特命補佐 名誉教授

藤 井 徳 子
射水市社会教育委員会議議長

金沢学院大学教育学部准教授

松 嶋 智 前射水市立新湊南部中学校長

主な取組事項等 内容

確
か
な
学
力
の
定
着

学力の向上

・ 指標に「授業がよくわかる」児童生徒の率があるが、

その前段階として、子ども達が授業で活躍できている

か、主体的に学習に向かっている姿を評価することが

が大切である。

教師の授業改善につながる視点を追加してはどう

か。

心
身
と
も
に
健
や
か
な
子
ど
も
の
育
成

いじめ防止対策

・ いのちの授業については、いのちは大切であるとい

う単純な結論で終わらせずに、教師自身が歩んできた

経験等を自己開示しながら、子ども達とふれあうよう

実施してほしい。

・ いじめの解消率が減少している。対応の困難さがあ

るのか、教えてほしい。

人権教育の推進

・ 自己存在感の感受が大切だと言われている。周りか

ら自分が認められていると感じているという視点を

追加してはどうか。

体力の向上

・ 幼児期における外遊びなどの直接体験は、体力の向

上以上に様々な効果や影響をもたらすことが明らか

となっている。幼児期の過ごし方や遊び方に関しての

市の方針を教えてほしい。

・ 休日の部活動の地域移行における課題として、「学校

部活動と指導者が異なることへの生徒の不安感」の記

載があるが、具体的にどのようなことか、教えてほし

い。

相談体制の充実
・ 令和５年度の小学校における不登校児童数が増加し

ている。考えられる背景について、教えてほしい。
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主な取組事項等 主な内容

心
身
と
も
に
健
や
か
な
子
ど
も
の
育
成

外国人児童生徒

及び保護者への

対応

・ 県教育委員会に対し、外国人児童生徒教育を担当す

る教員の加配について、しっかりと要望していただき

たい。

食育の推進

・ 食への関心を高める取組として、総合的な学習の時

間や各学年の学習活動に応じ、農作業の体験や生産者

や地域の方との触れ合いを実施していると記載され

ているが、実施していく上での課題について、教えて

ほしい。

学校給食の充実
・ 学校給食費の単価を増額改定されたが、今後、懸念

されることはないか。

郷
土
愛
を
育
む
教
育
の
推
進

ふるさと学習

の充実

・ 副読本「わたしたちの射水」「ふるさと射水」は、内

容を定期的に改定されているか。

・ 鳳雛きらめき塾は、大変素晴らしい取組である。本

市の若いリーダーを育成するため、鳳雛事業に参加し

た生徒達を集め、体験談を聞く機会を設け、貴重な学

びを広げる取組を進めてほしい。

グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
育
成
の
た
め
の
基
盤
づ
く
り

ＩＣＴ機器の

効果的な活用

・ ドローン等のプログラミング教材は、教育センター

で保有し、各校に貸し出しているか。

情報モラルの

浸透

・ 生成ＡＩの教育利用、ガイドラインなどについて検

討されていることはあるか。

外国語教育の

充実

・ 小学校のＡＬＴと英語専科教員の配置状況を教えて

ほしい。

幼
児
教
育
の
充
実

相互教育の充実
・ 「スタートカリキュラム」「アプローチカリキュラム」

の具体的な実践や進展について、教えてほしい。

教員等の資質

向上

・ 民間保育園の保育者が、研修を受ける機会が少ない

こと、また、県幼児教育施設訪問研修でも民間園の受

入れが少ないと聞く。市の現状と対応策について、教

えてほしい。

認定こども園の

設置・推進

・「小学校入学前の状況」では、幼稚園からの入学者数

に増減がある。考えられる背景について、教えてほし

い。
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主な取組事項等 主な内容

生
涯
学
習
関
連
施
設
の
充
実

図書館機能の

充実

・ 指標「市民一人当たりの図書貸出冊数」について、

実績に比べ目標が高いように思うが、達成可能な根拠

はあるのか。

文
化
財
の
保
存
と
活
用

文化財の保存
・ 能登半島地震における文化財の被災、修復の具体的

な記載があればよい。

文化財の普及

・ 新湊博物館では、江戸時代の測量体験学習を実施さ

れており、このような取組は継続して行うべきであ

る。

・ 指標「新湊博物館入館者」は減少しているが、どの

ような理由が考えられるか。

ス
ポ
ー
ツ
・
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
活
動
の
推
進

スポーツを支え

る人材育成

・ 指標「スポーツ指導者数」の目標に対し実績が既に

上回っているが、理由を教えてほしい。
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